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「医療機器の保険適用についてjの一部訂正について
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保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて

連絡したのでお知らせします。



地方厚生 （ 支 ） 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国 民健 康保険主管課（部） ｜ 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者 医 療 主 管 課 （ 部 ）

事務連絡

平成26年 2月 28日

厚生労働省保険局医療課

「医療機器の保険適用についてJの一部訂正について

平成25年2月28日付保医発0228第3号、平成25年 9月30日保医発0930第5号及び平成26年 1

月31日付保医発0131第3号につきまして、別紙のとおり一部訂正がありましたのでお知らせい

たします。



1.訂正
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地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

保医発 03 0 5第 5号

平成 26年 3 月 5 日

国民健康保険主管課（宮町長 ~ 殿

都道府県後期高齢者医療主管官IIC局）

後JUI高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

（公印省略

厚生労働省保険局歯科医療管埋官

公印省略

特定保険医療材料の材料価絡算定に関する留意事項について

「特定保険医療材料及びその材料価絡（材料側格基準）の一宮IIを改正する＇＊ J （平成何

年厚生労働省告示第62号）が本日付けをもって公布され、「特定保険医療材料及びその材

料制Ii絡（材料価格基準）」（平成20年厚生労働省告示第6I号）が改正されたところである

が、材料価格の5草定に当たっての留意事項については、下記のとおりとすることとしたの

で、その取扱いにiな漏のないよう、貨管下の保険医療機関及び審査支払機関等に対し周知

徹底を図られたく迎知する。

なお、この通知は、平成26年4月 1日から適用することとし、従前の「特定保険医療材

料の材料｛11li格算定に関する留意事項について」（平成24年 3月 5日保l去発第0305第 5号）

は、平成26年 3）~ 31日限り廃止する。

百己

I 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（以下『算定方法告示」とい

う。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

1 特定保険医療材料の算定に係る一般的事項



Ill 療養に要する費用の額の算定に当たって、保険診療に用いられる医療機器・材料（薬

事法（昭和35年法律第 145号）上の承認又は認証を得たものであって、超音波診断装

置、 CT、MR I等の装霞類は！徐く。以下「保険医療材料」という。）に係る費用を

手技料及び薬剤l料と別途算定する場合は、当該医療機器の費用の綴は、材料1ilfi絡基準

別表の各項（関係通知において準用する場合を含む。）に規定されている材料側絡に

より算定する。

12 I 特掲診療料の各部において、特定保険医療材料料を算定する場合には、特定保険医

療材料の材料価格を IO円で除して得た点数となるが、この場合において端数が生じた

場合は端数を四捨五入して得た点数とする。

I 3 I 特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手

技料の所定点数に含まれており、百lj途算定できない。また、特定保険医療材料以外の

保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。さらに、保険医療材料

をJ宮、者に持参させ、又は購入させてはならない。

14.I 特定保険医療材料は、薬事法上承認又は認証された使用目的以外に用いた場合は算

定できない。

2 在宅医療の官IIに規定する特定保険医療材料に係る取扱い

川 腹膜透析i夜交換セット

ア 交換キットは、キャップ又はクラムシェルの場合は 1fililを、ウエハーの場合は 2

枚を Iキットとし、 l交換当たり 1キットを限度として算定する。

イ 交換キットは、自動腹膜透析装置を使用する場合は、 Ap Dセット 1個当たり 4

キット分を限度として算定する。

ウ 交換キットは、バッグ再利朋式（排液バッグ付き腹膜透析液又は回路を使用しな

い方法）により腹膜透析液を交換した場合は、 l交換当たり 2キット分を限度とし

て算定する。

121 在宅中心部主mre栄養周輸液セット

夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心的脈栄養朋輸i夜セットを 1月につき 7組以上m
いる場合において、 7組問以降の中心静脈栄養朋輸液セットについて算定する。

131 在宅Jilli夜透析周特定保険医療材料

在宅l血液透析朋特定保険医療材料の取扱いは、 F記 Iの3のImに準じる。

14 I fl'b帯型ディスポーザブル注入ポンプ

ア 機帯型ディスポーザブル注入ポンプは、庭婦j管理又は化学療法を目的として使用

した場合に限り算定できる。

イ J集帯型ディスポーザブルポンプは、 1月につき 6個以下の使用の場合は区分議号

「c1 6 6 J携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定し、 7fi~I 目以降の携，！日

型ディスポーザブル投入ポンプについて、本区分において算定する。

ウ 一般用について、終痛管理において PCA  (Pat l巴Hl Conlrolled Analgesia）用

装出ーを併用した場合の費用も当該材料価絡に含まれる。

151 j支潟欠損用創l第被援材、非間着性シリコンガーゼ

ア 本材料はいずれかの在宅療養指導指導管理料を算定している場合であって、在宅

での療援を行っているi!li院困難な患者のうち、皮下組織に至る祷癒（筋肉、骨等に

至る憾癒を含む。） (DESJGN-R分類 D3、04及びD 5）を有する患者の
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当該栂箔に対して使用した場合、又は区分番号「c1 1 4 J在宅難治性皮h寄疾患処

世指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。

イ 皮脂欠徴用創｛努被覆材について、同ーの部位に対し複数の創傷被覆材を用いた場

合は、主たるもののみ算定する。

ウ 区分議号「c1 1 4」を算定している患者以外に対して使用する場合は、いずれ

もj京日Jjとして 3週間を限度として算定する。それ以上期間において算定が必要な場

合には、摘要羽田に詳細な迎rflを記戦する。

I GI 水循環閉路セット

当該材料について、前回算定日を起算日として 3か月以内に算定する場合には、そ

の詳細！な理由を診療報酬明細書の摘要綱に記載する。

3 在宅医療の告II以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）に係る取扱い

Ill 血管造影用シースイントロデューサーセット

ア l血管造影用シースイントロデューサーセットの材料価格には、ダイレータ一、カ

テーテルシース及びガイドワイヤーの材料価格が含まれ別に算定できない。ただし、

ダイレーターのみ使用する場合は、ダイレーターとして算定する。

イ ペースメーカ一周カテーテル電偲用シースイントロデューサーセットは、血管造

影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。

ウ ！胸水・ l腹水シャントバルブの鈴脈fflljカテーテル、腹腔側カテーテル及び胸腔-O!JJカ

テーテルを伸入するシースイントロデューサーは、血管j宣影用シースイントロデュ

ーサーセットの蛇行血管周として算定する。

エ 述｛立主m百J!fi}j型は、経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性の治療を目

的として使用した場合に限り算定できる。

121 ダイレーター

ダイレーターは、カテーテルシース及びガイドワイヤーを用いず単独使用した場合

にのみ算定できる。

I 31 体外式述統心拍出1'11:測定用センサー

一人の患者について、体外式連続心拍出量ifll）定用センサーとサーモダイリューショ

ン月］カテーテル又は循環機能評価用動脈カテーテルを同II寺に使用した場合はいずれか

主たるもののみ算定する。

141 血管内超音波プローブ

ア Jfll管内超音波プローブは、一連の検査、［銅像診断又は手術につき 1本のみ算定で

きる。

イ I血管内趨音波プローブの特定（ I l又は特定（ II ）は、当該手技に伴って使用された

場合に算定する。

151 llll管造影用カテーテル

心臓マルチパーパス型は、 l聞の造影につき 1本のみ算定できる。なお、他のl血管

造影用カテーテルと同II寺に使用した場合はいずれか主たるもののみ算定する。

I GI テクネシウム白川ガス吸入装置用患者吸入セット

ア テクネシウム！＜ emガス l汲入装置用患者1投入セットは、テクネシウム '9mガス吸入装

世（薬事法承認番号04B輪第 1045号）に使用される患者吸入セットを使用した場合

に算定できる。

。
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イ テクネシウム 9'mガス吸入装置用患者吸入セットには趨微粒子発生梢、呼気フイ

ルター及び連絡チューブが含まれており、別に算定できない。

11 I 3管分離逆止弁付バルーン底II号カテーテル

ア 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテルは区分番号「 E0 0 3」の「 6Jの「イ」

注！院を実施した場合に算定できる。

イ 一般的名称が「勝用滅菌済みチューブ及びカテーテルJでカテーテルを固定する

バルーンが内側のみのものは、 3管分離逆止弁付バルーン直II易カテーテルとして算

定できる。

18 I 携帯型ディスポーザプルPc A用装置及び携帯主型ディスポーザブル注入ポンプ

ア 携帯型ディスポーザブル Pc A用装置及び携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

は、注射又は硬膜外麻酔後における局所麻酔淘lの持続的注入若しくは硬！院外ブロッ

クにおける麻酔剤の持続的注入の際に、 PCA (Pat ienl C onlrol led Analgesi 

a）のために組み合わせて用いた場合に算定できる。

なお、本材料を算定する場合には、第 6部注射の通知i第4号に規定する精密持続

点滴注射加算又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入における締官官持続

注入加算若しくは硬l院外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入における精密持続注

入！J日算は算定できない。

イ PC Aライン及び持続注入ラインで構成されている携幣型ディスポーザブル注入

ポンプは、 Pc Aラインに接続し使用している場合に算定できる。

ウ 一体型を使用した場合は、携帯型ディスボーザブルPc A用装道は別に算定でき

ない。

19 I プラスチックカニューレ型静脈内留置針

プラスチックカニューレ型静脈内留鐙針は、おおむね24時間以上にわたって経皮的

静脈確保を必要とする場合又は 6歳未満の乳幼児、ショック状態若しくはショック状

態に焔る危険性のある症例で翼状針による静脈確保が困難な場合に限り算定できる。

1101 中心静！服用カテーテル

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

1111 抗感性服務剤注入朋肝動脈塞絵材

抗感性服湯舟tli'ct入用l汗動脈&Ji栓材は、マイトマイシン Cと混和して肝動脈に注入す

る場合に限り算定できる。ただし、使用量を決定する目的で注入する場合は、この限

りではない。

1111 涙液・涙道シリコンチューブ

ア i戻i夜・涙道シリコンチューブについては、 24時間以上体内留践した場合に算定で

きる。

イ ブジー付チューブは、涙護鼻腔吻合術又は渓小管形成術に使用した場合は算定で

きない。

llJI II首・脊髄！陀用カニューレ

JI悩・脊髄）陀mカニューレは、 2411寺間以上体内問澄した場合に算定できる。

IW 盗管針カテーテル

王室管垂lカテーテルは、 24時間以上体内f:ili置した場合に算定できる。

m1 栄養カテーテル

栄養カテーテルは、 24時間以ヒ体内間関した場合に算定できる。
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II日 気管内チューブ

気管内チューブは、 2411寺間以上体内留置した場合に算定できる。ただし、やむを得

ず24時間未満で使用した場合は、 1個を限度として算定できる。

1111 胃管カテーテル

腎管カテーテルは、 24時間以上体内留置した場合に算定できる。

11!1 吸引傍置カテーテル

吸引留置カテーテルは、 24日寺間以上体内（消化管内を含む。）に留i置し、 ドレナー

ジを行う場合に算定できる。

1191 イレウス用ロングチューブ

ア イレウス用ロングチューブは、 24時間以上体内留置した場合に算定できる。

イ ガイドワイヤーは、日I）に算定できない。

日目 腎嵯又はl傍l此痩用カテーテル及びカテーテルセット

ア ！傍Iii¥'.援用カテーテルは、 24日寺間以上体内留置した場合に算定できる。

イ l持療用カテーテルは、腎疲術又はカテーテル交換術を行う｜務、 24時間以上体内留

直した場合に算定できる。

ウ 勝！此痩用カテーテルを交換した場合は、交換用セットは別に算定できない。

エ ガイドワイヤーは、別に算定できない。

llll 経鼓！牒換気チューブ

経妓JI民換気チューブは、 24時間以上体内宿世し、長量出性中耳炎の治療を行う場合に

算定できる。

1111 経j支的又は経内視鋭的！但管等ドレナージ用カテーテルセット

ア 経皮的又は経内視鋭的m:i管等ドレナージ用カテーテルセットは、 24時間以上体内

倒置した場合に算定できる。

イ ガイドワイヤーは、日ljに算定できない。

ml 胆道ステントセット

ア JI日道ステントセットは、 24時間以上体内関慣した場合に算定できる。

イ ガイドワイヤーは、別に算定できない。

INI 尿管ステントセット

ア 尿管ステントセットは、 24時間以上体内留置した場合に算定できる。

イ 外科的手術により尿管の再建を行う場合に算定できる。

ウ ガイドワイヤーは、別に算定できない。

日日 尿道ステント

ア 一時間置（交換）型尿道ステントは、 24時間以上体内留践した場合に算定できる。

イ ーII寺留置（交換）型尿道ステントを留置する際に使mするガイドワイヤーは、日1)

に算定できない。

ウ 永久留慌型尿道ステントは、 l回の手術に対し1慨を限度として算定する。

1%1 交換用腎疲カテーテル

ア 交換用問媛カテーテルは、 24時間以上体内留置した場合に算定できる。

イ パンパー型の交換用胃痩カテーテルは、 4か月に 1回を限度として算定できる。

目11 気管切開後儲霞周チューブ

T型カニューレは、気管切聞を行った腸合に算定できる。

11!1 l防Iii¥'.留置用ディスポーザブルカテーテル
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！傍！此儲i萱用ディスポーザブルカテーテルは、 24時間以上体内関置した場合に算定で

きる。

m1 人工腎臓府特定保険医療材料

ア 吸着型血液浄化器（ β2ーミクログロプリン除去朋）は、関節痛を伴う透析アミ

ロイド症であって、以下の aから cまでのいずれの要件も満たしている患者に対し

て、人工腎臓（血液透析に限る。）を行う際に用いた場合に、担J@Iの使用日から 1

年を限度として算定する。

また、透析アミロイド症の治癒又は軽快により、一旦使用を終了した後再び廃嫡

等の疲状の出現を認めた場合は、以下の b及びcの要件を満たすことを確認した場

合に限り、更に 1年を限度として算定できる。 3度目以降の使用にあっても同様の

取扱いとする。

a 手術又は生検により、 /3＇ーミクログロプリンによるアミロイド沈積が確認さ

れている。

b 透析暦が10年以上であり、以前に手線管開放術を受けている。

c 図像診断により f守護胞像が認められる。

なお、本材料を使用した場合は、診療報酬明細誌のti荷主芸術lに本材料の使用開始日

を記載する。

イ 人工腎臓府特定保険医療材料の材料価絡には、回路の材料価格が含まれ別に算定

できない。

IJ~I 緊急時ブラッドアクセス用留霞カテーテル

緊急時ブラッドアクセス朋留償カテーテルは 1週間lに l本を限度として算定でき

る。

IJ II 血奴交換療法用特定保険医療材料

ア Illl媛交換用血疑分自佐器

Jfll奴交換用血綬分離器の材料仰i絡には、回路の材料価絡が含まれる。

イ Jfll媛交換用 Ifll自主成分分機器

a 成lj症肝炎及び薬物中惑の場合にあっては、二重H昼過血奴交換療法は実施される

ことがなく、したがってII'見型血疑成分分離器は請求できない。

b !El E告は別に算定できない。

ウ Jf［奴交挽用ディスポーザブル選択的血』完成分吸着器

a 曲Li旋交換用ディスポーザブル選択的血疑成分吸着器として算定できるのは、以

下の各々のものである。

① 劇症肝炎又は術後肝不全に対して、ビリルビン及び胆汁酸の除去を｜ヨ的に使

用した場合

② ~n 治性の家族性 i弱コレステロール血症、巣状糸球体硬化症又は閉塞性 !W1 I服販！

化指定に対して使用した場合（ L D L 吸着総）

③ 霊！鹿j坊無力店、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、ギラン・パレ

一症候群、多発性硬化症又は慢性炎症性II~髄性多発恨神経炎に対して使用した

場合

b IE'! E告は別に算定できない。

IJ!I l及活式血液神化問符化llli

ア 回路は別に算定できない。



イ l及着式血液浄化用浄化器（エンドトキシン除去周）は 2個を限度として算定する。

ウ II干性昏｜盛又は薬物中若手の｜探に行う吸着式血液浄化法においてl凪奴分隊及び吸着式

Jfll i夜浄化を行う場合、吸着式血液浄化用浄化器（肝性昏lliTu周又は薬物中毒用）とセ

ットになっている Jfll終分離器は血疑交換用血幾分間i器として算定できる。

rn目 白血球吸着用材料

ア 回路は別に算定できない。

イ l日につき I個を限度として算定する。

ll~ ） 1反映透析周カテーテル

ガイドワイヤー及び穿刺針は別に算定できない。

llHI 1腹膜透析i夜交換セット

腹膜透析 a~互交換セットの取扱いは、上記 I の 2 の IIlに準じる。

！日！ 日リ鼻腔炎治療用カテーテル

面lj鼻腔炎治療用カテーテルは 3本を限度として算定する。

l抑 制 木

ア 副木は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り算定することができる。

｛山の患者に対し何回も使用し得るもの、又は器具と認められる副木について算定す

ることは認められない。

扇lj木には、矯正包帯などに用いるj字紙などは含まない。

イ クラーメル副子は高lj木に含まれる。

ウ 下！伎のヒール付ギプス包帯を行った場合のヒールは、特定保険医療材料として算

定する。

ヱ クラーメル副子、指アルミ自lj子については、特定保険医療材料として算定し、外

転シーネ、腕関節及び指能E訪問l子については、専門技工家の組立その他復雑な製作

を援すると考えられるので療養費払いとする。

オ 区分祷号 fK 1 4 4 J体外式待機回定討すのベスト式の器械・器具に朋いられるべ

ス卜部分は、その患者のみの使用により ii~ 1屯する程度のものに限り算定できる。

IJ11 人工Jm関節用材料及び人工JI!.!関節用材料

ア 人工JJ党関＆Iim材料及び人工膝関節用材料に併用される部品は、特に規定する場合

を除き、所定点数に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できな

し3。

イ 臼議形成用カップ及びライナーが組み合わされ一体化されている製品であって、

｜古l定方法が直後悶定である製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

ウ バイポーラカップとステムヘッドが組み合わされ一体化されている製品を使用し

た場合は、それぞれ算定する。

ヱ ！陵情側材料及びインサートが純み合わされ一体化されている製品を使用した場合

は、それぞれ算定する。

オ 臼益形成Jtlカップ（直接固定!X'Jl・特殊型（皿）及び骨燥-O!IJ材料・デュアルモビ

リティ用ライナーは骨猿側材料・ライナー（Vil）と組み合わせて使用した場合に｜倶

り、それぞれ算定する。

IJ!I オプション部品

人工関節岡定強化部品として算定できるのは、自主主用及びJJ歪骨コンポーネン卜周の

スクリューであり、間定rn内高I）子であるスクリューを使用した場合は、固定郎内面lj子
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として算定する。

llMJ悶定用内国l子（スクリュー）

その他のスクリュー・特殊型・軟骨及び軟部組織用・スーチャーアンカー型につい

ては、 I製品に複数のスーチャーアンカーを含む場合、使用したスーチャーアンカー

毎に算定できる。

日1引回定用内国l子（プレート）

ストレートプレート（生体用合金 I・ S ）及びストレートプレート（生体用合金 I

. L）を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。そ

の際、診療報酬｜明綱審の撒妥協に該当する項目を記載すること。

ア 高度JJ目前li(BMI30以上）のJ官、者

イ インスリン依存型糖尿病の患者

ウ 重症ハイリスク症例と考えられる患者（高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用

患者、両側内胸動脈を使用したバイパス j91J、起立時・歩行JI寺に上肢に体重をかける

必要のある脳神経疾患患者等）

IJ91 大腿骨外仰l固定問内高lj子

ア スラストプレート人工股関節システムを使用して人工股関節置換術を行った場合

は、ラグスクリュー（生体用合金 I）及びっぱなしプレート（生体用合金 I）によ

り算定する。

イ スラストプレート人工股関節システムを固定するために用いるスクリューは、

般スクリューとして算定できる。

1101 脊縫固定用材料

ア U字型脊椛ロッドは、脊Hrrロッド 2本とトランスパース固定器 l本を組み合わせ

たものとして算定して差し支えない。また、レクタングル型脊.lffjロッドは、脊縫ロ

ッド 2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。

イ 脊w~ ロッドと脊機プレートの機能を併せて持つものについては、主たる機能に係

るもののみを算定する。

ウ 脊村Lロッドとtfli体フックが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ

算定して差し支えない。

ヱ トランスパース固定器と維体フックの機能を併せて持つものについては、それぞ

れ算定して差し支えない。

オ U字型プレート（後頭骨を支持する機能を有するものに限る。）は、脊Hliプレー

ト（ s) 2枚を組み合わせたものとして算定できる。

[j0-11人工］育関節用材料

リパース型については、艇！被機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代務す

るために使mした場合に限り算定する。

IW 上肢再建m人工関節用材料、下肢再建用人工｜潟節用材料放びにカスタムメイド人工

｜長l節及びカスタムメイド人工骨

上肢再建用人工関節用材料、下肢再建朋人工関節用材料並びにカスタムメイド人工

関節及びカスタムメイド人工骨については、原則として悪性！陸湯、再置換等の指定例に

限って使用できる。なお、当該保険医療材料を使用した場合には、その詳細IIな理由を

診療報酬明調II書の摘要榔1に明記する。

Im 閲定用金属線
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ア 高分子ポリエチレン製のケーブルは、脊維の固定に使用した場合に、固定用金属

線として算定する。

イ ワイヤーについては、使用した長さにより算定する。

llJI 回定用金属ピン

骨接合用器具器械（類別許可品目）として届出されたガイドピンは算定できない。

IHI 人工’骨

ア 人工’Jlj・は、それぞれ以下の場合に算定できる。

a 骨髄炎、骨・関節感染疲、慢性I主l節疾患、代謝性骨疾患、外傷性骨疾患若しく

は骨 l店協の病巣掻限後の補填に用いた J&j 合、これらの疾患の治療のために白家’~t

移植を行った結果その欠損部位の補填を目的として使用した場合、頭蓋欠損部若

しくは骨窓部の充填に使用した場合又は鼓室形成術に使用した場合

b 汎用型・非吸収型.1奇形成促進型については、新鮮な長管骨の骨折で骨欠損の

著しい場合において、欠損部位の有Ii!Jlに使用した場合

c ti~ 弓・税関用、村f体岡定用については、原発性脊 tiff 悪性服務若しくは悪性』霊場

の脊tm転移後の際の脊縦闘定又は脊tm疲、椛間板ヘルニア若しくは脊fffi分隊・す

べり症に対する脊維岡定を行う場合

cl 専用型.jjJ｛主主骨.llf全額気管用のうちトルコ鞍フレートについては、下垂体又は

調床下昔I＞の服、廃嫡除の結果としてトルコ紋の欠損部補境を行う場合

巴 専用型・頭説骨・ II侯J'iJ!気管用のうち !IN儒底スペーサについては、 !IN筒床骨折鐙

｛具を行う場合

f 専用型・頭議骨・ l喉頭気管用のうち下顎符柑i綴材については、 F顎骨服疹又は

下顎骨外傷の治療として欠損布Ii演を行う場合

g ·~j’盟主用腸骨稜用については、！協骨稜を移植骨として採取した後の欠損補！Ji を行

う場合

h キールボンについては、骨移植に使用した場合

イ スクリュー併用用はスクリュー l本当たり 2mLを限度に算定する。

Ill) 符セメント

ア 耳目蓋骨用

頭議骨に用いた場合に算定するロ

イ 人工関節固定朋

人工関節（股関節、膝関節）置換術を行う l擦の闘定を目的としてmいた場合に算

定する。

ウ 脊f!fi用

a 絞皮的tfii体形成術に用いた場合に算定する。

b 副作用発生時に全身麻酔による手術が行える体制が整備されている施設におい

て使用すること。

llHI合成吸収性骨片談合材料

ilJi議骨閉鎖用クランプ・一般型は、頭議骨の成長が見込まれる小児息者に対して使

用した場合に算定できる。

ll日 11首・脊髄刺激装置用リード及び仙’符神経刺激装置用リード、植込型！悩・脊髄電気刺

激装抵

ア II前・脊髄刺激袋世用リード及び｛山骨神経刺激装置j司リード

-9 -



8 ~Ji 用脳・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装置用リードセット

は、 4極用 II泊・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装誼用リードセット

2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。

イ 植込裂JI尚・脊鎚電気刺激装置

a 植込型脳・脊髄電気刺激装置（接戦軽減用（ 4 i混用））は、パーキンソン病又

は本態性振lj虫に伴う振i協等、薬物療法によって十分な治療効果の得られない娠戦

等の症状のi怪減を目的に使用した場合に、 1回の手術に対し 2倒を限度として算

定できる。

b 植込型m追・脊髄官官気刺激装盤（』辰戦軽減用（ 16梅以上用）充電式）は、薬物療

法によって十分な治療効果の得られない以下のいずれかの症状の軽減を目的に使

用した場合に、 1 I引の手術に対し 2個を限度として算定できる。

i 振戦

ii パーキンソン病に伴う運動障害

担i ジストニア

c 値込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場合等においては

算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定できない。

ウ MR  I に対応していないリードと組み合わせて、槌込型Hi~ ・脊髄電気刺激装霞（；喜

出if除去周（ 16極以上用） ・ MR  I対応型）又は秘込製！！白・脊和fi電気刺激装置（廃嫡

除去用（ 16怪以上用）充笥式・体位変換対応型・ MR I対応型）を使用する場合は、

それぞれ紡込型脳・符髄常気刺激装置（終痛除去周（ 16僚以上用）・標準型）又は

植込型JJ凶・脊髄電気刺激装巌（感痛除去用（ 16機以上沼）充電式・体位変換対応型

・標準型）を算定する。

IHI 人工内耳用材料

ア 人工内耳用材料の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、

単なる機種の交換等の場合は算定できない。

イ 携帯型又は耳掛け型の選択できる人工内耳同音声信号処理装置については、いず

れか一方を選択し算定できる。

なお、耳掛け型を選択した場合は、人工内耳朋音声信号処理装置及び人工内耳周

ヘッドセットの材料品iii格を合算して算定する。

ウ 人工内耳周ヘッドピースは、マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネ

ットを合算して算定する。人工内耳用ヘッドピースケーブルは、接続ケーブルで算

定する g

エ 耳JM、け型のケーブル付き送信コイルは、送信コイルと送信ケーブルを合算して算

定する。

ll目 気管・気管支ステント

気管・気管支ステントは、 I回の手術に対し 1倒を限度として算定する。

IHI 食道府ステント

食道用ステントは、 l回の手術に対し l闘を限度として算定する。

llHI食道静脈熔硬化療法用セット

食道的！脈絡硬化療法用セットの材料側格には、オーバーチューブの費用が含まれ））lj

に算定できない。

[lul 内視鋭的食道静II眠癌結紫セット
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ア 実際に使用したセット数にかかわらず、 1日につき1個のみ算定する。

イ 内視鋭的食道静脈癒結紫セットの材料価格には、デバイス（ワイヤ一、アダプタ

及びリング）及びオーバーチューブの費用が含まれ別に算定できない。

1111 組織代用人工繊維布

生体由来材料は、関心線治術の場合に算定できる。

1rn 合成吸収性服者防止材

合成吸収性婚者防止材を、女子性器手術後の卵管及び卵管采の通過・ l瑚存性の維持

以外の目的で使用した場合には、 373.38cnlを限度として算定できる。

llll 皮fl.町欠損用創l易被援材

ア 主として古！J而保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所

定点数に含まれ、別に算定できない。

イ 皮h可欠損用創1お被覆材は、いずれも 2週間を標準として、特に必要と認められる

場合については 3週間を限度として算定できる。また、同一部位に対し復数の創i易

被礎材を別いた場合は、主たるもののみ算定する。

ウ 皮膚欠煩用庭IJi努被覆Mは、以下の場合には算定できない。

a 手術総合意！Jに対して使用した場合

b 真皮に至る創i身用を真皮に至る創｛努又は熱i易以外に使用した場合

c 皮下組織に至る創lお周・標準嬰文は皮下組織に至る創I易問・異形型を皮下組織

に至る詰！Ji易又は熱傷以外に使用した場合

cl 筋・骨に至る創傷用を筋・骨に至る創l易又は熱傷以外に使用した場合

似l真皮欠損用グラフト

ア J!¥ I皮欠煩用グラフトについては、 l局所に 2回を限度として算定する。

なお、縫縮可能な小さな創iに用いた場合は算定できない。

イ 真皮欠服用グラフ卜については、口蓋裂手術商！Jの口 II空粘膜欠損の修復に!flいた場

合又は熱傷、外傷、手術創の骨、腿、筋肉等が露出した重度の真皮・秋吉g組織欠損

創lの修復に用いた場合に算定できる。

IJll ゼラチンスポンジ止血材

ゼラチンスポンジ止血材については痔疾患術後における直腸紅門部の止血のために

用いた場合に算定できる。

日目 デキストラノマー

デキストラノマーは、下II量償協、第 E度熱｛拐、第血皮熱｛お若しくは消化管縫周｜剖！Ji:
fl甘炎の浸H1i生自！Jl雨、憾癒又は術語！Jに対して、 2週間（改善傾向が明らかな場合は、 3

i盟問）を限度として算定できる。

1rn 微級品ffi性コラーゲン

ア 微線ME性コラーゲンは、！汗、降、 1午、 JI話、脊髄の実質性出血及びf!il!脱出 1f1t~II びに

脊.f!E.脊髄手術における1硬膜外静l派議・艇l瑛近傍骨部、大動脈切開総合l吻合部（人

工胤管を含む。）、心臓切開縫合問J;[:i音II、心臓表面、 ACバイパス l吻合部、胸骨断

面、 flili切縦問、胸11見罰l般国及び縦隔リンパ節郭治官官、関節手術における骨切り商、

子宮実質、！傍Jiit.骨捻内腹膜・直II詰剥再rn商、傍大動脈リンパ節郭消部、’iij・盤内リン

パ節郭治部、骨盤底又は骨盤墜からのIHl虹で旬、結染、レーザーメス又は通常の処置

による止血が無効又は実施できない場合において、止政lに使用した場合に算定する。

イ 微事HfH'J:コラーゲンは、粉末状のもの、シート状のもの又は綿状のものにかかわ
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らず算定できる。

ウ ゼラチン止血・接着斉ljは、解離性大動脈熔の解離j皮、大動脈切開縫合吻合部（人

工血管を含む。）、 ACバイパス吻合部又は肺若しくは肝切陥商に対し、結紫、レ

ーザーメス又は通常の処穏による止血・閉鎖が無効又は実施できない場合におい

て、 1t曲1.閉鎖のために使用した場合に算定できる。

15!1 経皮的血管形成術用穿刺音1；止血材料

経皮的血管形成術用苦手刺青1；止血材料は、経皮的冠動脈形成術、経皮約冠動Ill仕掛号IJ車t!J

除手！？、経｝主的冠動lllil形成術（特殊カテーテルによるもの）、経皮的冠動脈ステント留

置術又は末楠動脈（頚動脈、腎動脈、 1m1伎の!!VJ脈）の経皮的血管形成宇宙を災施した患

者の日帰り又は早期退院を目的とした大腿動脈穿刺部位の止l位を行う場合に、 5Fr以

上のイントロデューサーシースを使用した症例であって、当該患者が手術の翌々日ま

でに帰宅した場合に限り Iセットについてのみ算定できる。

ただし、手術後 1週間以内に入院した場合は算定できない。

！日l頭・ 1絡脈、腹腔シャントパルプ

カテーテル、バルブ、リザーパ一、コネクタのいずれかが組み合わされ、一体化さ

れたものについては、それぞれ算定して差し支えない。

159-11ペースメーカー

MR lに対応していないリードと組み合わせて、シングルチャンバ・ MR I対応型、

デュアルチャンバ （N型） ・ MR  I対応型又はトリプルチャンバ（ II 1l<J ）・ MR I対

応型を使用する場合は、それぞれシングルチャンパ・係準型、デュアルチャンバ （N

型）・標準型又はトリプルチャンパ（ II型）・標準裂を算定する。

rno1 担'.i込式心臓ペースメーカー斤lリード、体外式ペースメーカ一周カテーテル電極

ア 植込式心臓ペースメーカー用リード

櫛込式心臓ペースメーカ一周リードを植込型除細動器に接続し使用した場合は、

そのリードの機能に応じ、経静脈リードの糠準型又は誤感知防止型として算定する。

イ 体外式ペースメーカ一周カテーテル電僅

a 心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域恕J、fアブレーシ

ョン機能付き・標準型」又は「アプレーション機能付き・接触情報感知機能付き」

を算定する場合は、区分番号 fK 5 9 5 J経皮的カテーテル心筋焼灼f1[:jの三次元

カラーマッピング加算は算定できない。

b 心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」と、「アプレー

ション機能付き・標準型J又は「心房内・心室内全域型」と「アブレーション機

能付き.f皇制！情報感fj］機能付きjの両方を使用した場合は、主たるもののみ算定

する。

刷－111値込型｜徐調IIill11lm 

MR Iに対応していないリードと組み合わせて、植込型除制動l*（皿型） ・ MR  J 

対応1111又は摘込捜除紺l動器（ V型） ・lvlRI対応裂を使用する場合は、それぞれ楠込

製｜徐調iiill/J総（皿型）・標準型又は犠込型｜徐細動器（ Vlli）・標準型を算定する。

1回一1-11 織込型 i徐 ~ill 動器用カテーテル電極

アダプターは、 l冷却n動｜調値が高く、除制動電悔の追加が必主主となった患者に対して

使用した場合に限り算定できる。

日II 迷心式体外循環周血液ポンプ
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ア 迷心式体外循環用血液ポンプは、人工心肺回路セットに併用される場合、胸部若

しくは胸腹部の大動脈癌手術時における病変部大動脈の一時的バイパスを行う場合

又は経皮的心肺補助法（ PCPS）を行う場合に算定できる。

イ 流量測定に用いるセルは別に算定できない。

Im 体外循環用カニューレ

付加機能のうち加算の対象となる付加されている生体適合性とは、へパリンコーテ

ィング及び抗llll絵性セグメント化ポリウレタンをいう。また、付加機能のうち、街j;j・

－固定、圧モニター及びべント（心筋保護カニューレにおけるもの）は加算の対象と

ならない。

!OJI 人工心IW回路

人工心fliliと同時に行われた選択的冠獲流の際の回路については、人工心IW!TII路とし

て算定できる。

1rn 補助人工心臓セット

ア体外 型

a 当該材料の材料｛illi絡には、補助人工心臓血液ポンフ、送血用カニューレ、 JJ見J[Jl

用カニューレ、駆動用チューブ、心房カフ、スキンカフ、タイバンド及びシリコ

ン桧の材料制Ii協が含まれ別に算定できない。

b 左心補助、右心補助についてそれぞれ 1個を限度として算定できる。

イ 納込型（拍動流型）

a 植込みから 3年以内に再度嫡え込む必要が生じた場合の材料価格は所定の伽絡

に含まれ別に算定できない。

b 当該材料の材料価絡には、 l血液ポンフ＼送血用人工血管、脱Jfll用人工血管、送

11rr m生体EB来人工心臓弁、 l院血用生体由来人工心臓弁、コントロールユニットの

材料自Ii格が含まれ別に算定できない。

ウ 植込型（ ~［£拍動 i来型）

a 当該材料の材料価絡には、血液ポンプ、送血用人工血管、脱l侃J日人工l血管、コ

ントロールユニット等の材料価絡が含まれ、別に算定できない。

b 当該材料（水循環回路セットを｜添く。）を結え込み後に再度値え込む必要が生

じた場合、及び水循環回路セットを、前回算定日を起算日として 3か月以内に算

定する場合には、その詳細な理由を診療報酬｜明制IJ舎の摘袈捌に記載する。

c 当該材料は、心臓移摘適応の重度心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心

搬などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移値

以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移締までの循環改善に使用

する。

cl 当該材料は、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用

した場合に限り算定する。

1611 心臓手術用カテーテル

ア 心臓手術f日カテーテルに併用されるガイドワイヤ一等の特定保険医療材料は別途

算定できる。

イ 経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再狭窄病

変に対して使用された場合に限り算定できる。

ウ 特定保険医療材料以外の保険医療材料であって心臓手術用カテーテルに併用され
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るもの（三方li'i栓、延長チューブ、インデフレータ一等）は算定できない。

エ 冠動II/it用ステントセット救急処霞型は、対象血管内径2.7 5mmから 5.Ommの冠動脈

又は伏在静脈グラフトに穿孔が生じ、心袋内への止血が困難な血液漏出がある患者

に対する救命の為の緊急処置に使用された場合のみ算定できる。

オ 冠動脈用ステントセット救急処置型は、本医療材料による処僚が不成功とな！った

場合に適切な処置が行えるよう、心臓外科的処置のできる施設若しくは近隣の医療

機関との連機により緊急事態に対応できる施設で使用された場合のみ算定できる。

カ 冠動脈周ステントセット救急処置型は、血管造影法、経皮的冠動脈形成術及び経

皮的冠動脈ステント留置術に熟練し、かつ、本医療材料を用いた手技に関する所定

の研修を修了した医師が使用すること。

キ 泡動lllit狭窄部；民適用カテーテルは慢性完全狭窄症例や冠動脈完全閉塞の急性心筋

1史~等ガイドワイヤ一通過困難な症例において、緩皮的冠動脈形成術の施行時に使

用した場合に算定できる。

ク 特殊カテーテルのうち、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルの材料価

絡には、同時に使用されるモータードライブユニット等（アドバンサ一、カッター

カテーテル、 JJ:血弁等）の費用が含まれ別に算定できない。

IUUI ガイディングカテーテル

ア 冠動脈用は、冠動脈形成術を施行するi擦に使用した場合のみ算定できる。

イ 腹部四肢末梢用は、経皮的問j民l血管鉱張Vl'f及びJfll栓除去術を行う際に使用した場

合にのみ算定できる。

ウ Jim I血管用は、 II日血管の手術の際に使朋した場合のみ算定できる。

1rn 血管内手術用カテーテル

ア 経皮的脳血管形成討す朋カテーテルは、頭蓋内血管の経皮的形成術に使用した場合

に算定できる。

イ 下大約！脈留燈フィルターセット

a フィルタ一、フィルター・デリパリー・カテーテル、ガイドワイヤ一、ダイレ

ータ一、シース、ローディング・コーン及びローディング・ツールは、別に算定

できない。

b 儲誼後抜去することを前提としたテンポラリー下大静脈偲霞フィルターは算定

できない。

ウ Jfll絵除去府カテーテル

a ！！日i租絵除去周は、 1回の手術に対し、 3本を限度として算定する。

b II白血桧除去flJは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が

使用した場合に限り算定できる。

c Iii~ 血絵除去舟を使用するに当たっては、関係学会の定める実施基準に準じるこ

と。

エ 裳絵用コイル・コイル・特殊裂については、所定の研修を修了した医師iが実施し

た場合に｜浪り算定できる。

オ 下11主ifvi l脈狭窄古II貫通用カテーテルについては、ガイドワイヤーの通過が困難な慢

性完全閉塞下肢動脈において、経皮的血管形成予f.jを実施した場合にl袈り算定できる。

なお、経皮的血管形成術前の患者の病変部の所見及び下l波動脈狭窄部貫通用カテー

テルを使用するl袈療上の必要性について診療報酬明調II書の摘要綱に記載すること。
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カ 血管塞絵周プラグ

a 心臓及び頭蓋内血管を除く、動的！派奇形、癌、.lib静脈媛等の異常血管、出血性

病変、肝臓腿蕩に栄養する l紅管のうち、直径 2mm以上の Jfl血管に使用した場合に算

定できる。なお、患者の血管病変昔日の所見（直径を含む。）を診療報酬明創設の

揃i要欄に記載すること。

b プッシャーワイヤー及びローダーは別に算定できない。

キ 冠動脈カテーテル交換用カテーテルは、 1回の手術に対し、 l本を限度として算

定する。

ク 休l/fil調節用カテーテルは、クモ膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症JI泊

障害に伴う発熱患者に対し、体温調節の補助として使用した場合に限り算定できる。

I~ト！I 尿路拡張用カテーテル

ガイドワイヤーは別に算定できない。

IO!I nE！道結石除去用カテーテルセット

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

l日） 腎・尿管結石除去用カテーテルセット

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

間引組織拡張~~

当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

ア 形成外科又は乳JI最外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している医師、もしく

は、その指導下で研修を行う医師であること。

イ 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録さ

れていること。

liOI 愉血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）

輸血月3血液フィルター（微小糠集塊除去用）は、 l日当たり、 I,OOOmL以上の輸血

を行う場合（体重40kg以下の，患者については、体重 1kg当たり 25mL以上の愉曲lを行う

場合）に算定できる。ただし、血燦製剤中の白血球の｜除去を目的とするものは算定で

きない。

!ill 輸血朋 1血液フィルター（赤JUI球製剤1Jm白血球除去用）及び愉血用血液フィルター（血

小板製剤J司自 IfIL球除去用）

輸Ifll用血液フィルター（赤血球製剤用白血球除去用）及び輸血用血液フィルター（ Jfll 

小版製剤!TI白血球除去用）は、白血病、再生不良性貧刷、慢性腎不全等同ーの疾患に

対して I0回以上の反復輸 Ifllが行われる場合（行われることが予想される場合を含む。）

に算定できる。ただし、 l血艇製剤中の白血球の除去を目的とするものは算定できない。

li11 スピードギプス包帯は特定保険医療材料として認められない。

liJ) 同室ぺーシング機能付き植込型除細 ID.11器

ア 同室ぺーシング機能付き楠込型i除却l車11器は、施設基準に適合しているものとして

地方厚生（支）局長等に届付出た保険医療機関において、以下のいずれにも該当す

る忠＇＆＇に対して実施した場合に算定する。

a 次のいずれにも該当すること。

① NYH Aクラス阻又はN

② 左室！拡1:11率35%以下

③ QR  S幅 120ms以上
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b 次のいずれかに該当すること。

① 致死性不整脈による心停止に伴う意識消失の既往を有する患者

② 血行動態が破綻する心室頻狛又は心室細動の既往を有する患者

③ 非持続性心室頻拍が確認され、かつ電気生迎学的検査により心室頻拍又は心

~調II fillJが誘発されるj患者

イ 両室ペーシング機能付き植込型｜徐細動器の移摘術を行った忠、者については、診療

報酬請求に当たって、診療報酬｜明細惑に症状詳記を添付する。

ウ MR  Iに対応していないリードと組み合わせて、単組又は双板Jtl・MRI対応型

を使用する場合は、単極又は双属加・標準型を算定する。

Ill) 1汗動JI眠塞絵材

日干動脈君主栓材は、肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓療法において使用した場合に限

り算定できる。

1111 大動！服用ステントグラフト

ア 腹部大動脈用ステントグラフトは腹部大動脈癌に対して外科手術による治療が第

一選択とならない患者で、かつ、当該材料の解剖l学的適応を満たす患者に対して、

ステントグラフ卜内野術が行われた場合にのみ算定できる。

なお、腹部大動脈問ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定め

る当該材料の実施基準に準じること。また、腹部大動脈癌の治療を目的とした外科

手術を比絞的安全に行うことが可能な患者に対しては、外科手術を第一選択として

治療方法を選択すること。算定に当たっては診療報酬明調II舎の摘要欄に外科手術が

第一選択とならない旨、及び当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。

イ 胸部大動脈用ステントグラフトは、 I間の手術に対し 1j闘を限度として算定でき

る。なお、以下の場合には 1回の手術に対して 2個を限度として算定して差し支え

ない。ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の「摘要J1備に複数側の当該材料

による治療が適応となる旨を記載すること。また、胸部大動脈用ステントグラフト

を使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。

a I個のステントグラフトで治療が可能な長さを超えるため、複数個の使用が必

袈な場合

b 仁I＝！｛区1flll及び末梢側の悶定部位の血管径が異なり、 l個のステントグラフトで許

容できる箱闘を超えるため、複数個の組み合わせによる使用が必要な場合

ウ 胸都大動脈用ステントグラフトの康管分岐部対応型は、腕頚動脈、左総額動脈、

1:i.鎖骨下ll¥11n眠等の主要血管分l岐部を含む音［）｛立に使用した場合に算定できる。その際、

診療報酬明細書の摘嬰1聞に該当する主要分岐血管名を記載することロ

I!日削除

1111 血管内光断層撮影用カテーテル

ア 血管内超音波 (IVUS）で観察が｜羽難であるが、 l血管内股及び血管壁表層の観察が必

ID'な場合にのみ算定できる。

イ I血管内光断庖掠影用カテーテルは、一連の検査、画像診断又は手術につき l＊の

み算定できる。

Im! ヒト自家移櫛組織

ア 自家賠主主表皮

a 自家植皮のための恵皮聞績が維保できない重篤な広範間熱傷で、かっ、受i努而

ー 16-



積として深遠性 E度熱傷語I］及び直度熱傷自I］の合計面積が体表面積の30%以上の熱

傷の場合であって、創閉鎖を目的として使用した場合に、一速につき40枚を限度

として算定する。

b 深遠性 E 度熱 ｛~ 創jへの使用は， m 度熱 i誌と深遠性 H 度熱傷が混在し、分けて治

療することが悶難な場合に限る。

c 凍結保存皮riffを用いた皮膚移植手！？を行うことが可能であって、救命救急入｜涜料

3、放命数急入院料 4又は特定集中治療室管理料 2の施設基準の届け／：Bを行って

いる保険医療機関において実施すること。

cl ヒト El家修111!組織（自家培養表皮）を使用した忠者については、診療報酬請求

に当たつiて、診療報酬明副11書に症状詳記を添付する。

イ 自家地養軟骨

a I空関節における外傷性 ·1~.；骨欠煩症又は敵断性骨軟骨炎（変形性膝関節症を｜徐

く。）で、他に治療法がなく、かっ、軟骨欠J負而税が4cm＇以上の軟骨欠損部位に

使用する湯合にのみ算定できる。

b 使用した個数、大きさに係わらず、所定の価格を算定する。

c 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

鐙！彰外科の経験を 5年以上有しており、関節軟骨修復術 I0症例以上を含む膝

関節手術を術者として I0 0症例以上実施した経験を有するi常勤の医師であるこ

と。

ii 所定の研修を修了していること。なお、当該研修は、次の内容を含むもので

あること。

① 当該材料の適応に関する事項

② 変形性膝関節痕との鑑別点に関する事項

③ 軟骨採取法に関する事項

④ ！河術期管理に関する事項

⑤ 合併症への対策に関する事項

⑥ リハビリテーションに関する事項

⑦ 全例調査方法に関する事項

③ 手術方法に関する事項（当該材料に類似した人工物を用いた手技を含む。）

cl ヒト自家移植組織（自家精養軟骨）を使用した患者については、診療報酬議求

に当たって、診療報酬明細書に使用する医療上の必要性及び軟骨欠煩岡積等を含

めた症状詳記を添付すること。

liM l胸郭変形矯正問材料

ア セットを使用する場合は、脊惟固定問材料に属する特定保険医療材料及び！司定

クリップ（仲良術JI寺交換用）の費用は所定点数に含まれ、自lji会算定できない。

イ セットは l回の手術につき 2セットを限度として算定できる。なお、医学的根

拠に基づき 3セット以上を算定する場合にあっては、診療報酬明前11書の摘要拠lに

その医学的般拠を詳細に記殺すること。

ウ 悶定クリップ（frlJ展術時交換用）は lセット当たり 2倒を上限として算定でき

る。

エ 回定クリップ（仲良術時交換用）はfrj1展Wi時のみ算定できる。

l!ij) 経皮的動脈管1¥1iJ.'tセット
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経皮的動脈管閉鎖セットを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の

実施基準に準じること。

日II 削除

1目l植込型心電図記録音ト

短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、

心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査（心電図検査及びホルター型心電図検査を

含む。）等によりその原因が特定できない者に対して、原因究明を目的として使用し

た場合に限り算定できる。

l!JI 合成吸収性硬膜布Ii強材

本材料は 5mLを l単位とする。

l!HI削除

1!11 局所l陰圧閉鎖処置用材料

ア 局所陰庇閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。

a 外傷性裂関車11 （一次閉鎖が不可能なもの）

b 外科手術後i維関車lj.開放書lj

c l羽j皮切断端開放書lj

cl デブリードマン後皮！静欠煩指lj

イ 主として車lj而保護を目的とする被磁材の費用は、当該材料を使用する手技料の所

定点数に含まれ、 )jljに算定できない。

ウ 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より 3週間を標準として算定

できる。特に必要と認められる場合については 4週間を限度として算定できる。 3

週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要綱にその理由及び医学的な根

拠を詳細に記載すること。

工 局所陰圧閉鎖処置m材料を使朋した場合は、処置開始 iヨを診療報酬明細書の摘要

榊iに記載すること。

!!II 値込型迷走神経屯気刺激装置及び迷走神経刺激装抱一周リードセット

当該装掻は、薬斉ljtま抗仰の難治・l'.I：てんかん発作を有するてんかん患者（関頭手術が

奏功する症例の者を除く。）について、てんかん発作の頻度を軽減する目的として使

用した場合で、所定の研修を修了した医師が使用した場合に算定できる。

l ！ ~I 経皮的心j限内リード除去問レーザーシースセット

当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使mした場合に限り算

定できる。

1!11 j跨JI記尿管逆流痕治療用注入材

1困の手術に対し、－ U!IJにつき 3本を限度として算定する。

1田Itm体形成用材料セット

ア 当該材料を用いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合に限り

算定できる。

イ 判L体形成用初料セットは、原発性骨粗怒症による場合は 1間の手術に対し 1セッ

トを、多発性骨髄阪l又は転移性骨脇疹による場合は 3セットを限度として算定する。

Im 脊維税関儲鐙材料

ア 当該材料を用いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合に限り

算定できる。
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イ 脊 Hrr~i世間留誼初料は、 l 回の手術に対し 2 個を限度として算定する。

mm 外科用接着用材料

当該材料は、 1回の手術につき32.4gを限度として算定する。

1911 l~IJ I徐

rn11 心脱内超音波プロープ

磁気センサー付きを算定する場合は、区分番号「K5 9 5 J経皮的カテーテル心筋

焼灼術の f注 1J三次元カラーマッピング加算は算定できない。

rni1 削除

1911 植込型骨導補聴器

ア 後合子付骨導端子又は骨導端子及び接合子はいずれか一方のみ算定する。

イ 組込型骨革手術l怯器は、以下のいずれにも該当する患者に対して実施した場合に算

定する。

a 両側外耳道閉鎖症、両側1）耳硬化症、両側真珠臆又は両側耳小骨奇形で、既存の

手術による治療及び既存の骨導稲jT陸、器を使用しても改善がみられない患者。

b --O!IJの平均骨導l底力レベルが45dB以内の患者。

c I B歳以 tの患者。ただし、両側外耳道閉鎖症の患者については、保説者の同意

が得られた場合、 15歳以上でも対象となる。

ウ 組込型宵導掃il臨訴を使用する際には、診療報酬｜明制II書の嫡要綱に患者の平均骨導

l応力レベル、植込型骨導布1il臨援を使用する必要がある理由、既存の治療の結果等を

詳細に記放すること。

エ 植込型骨導抗日l崎、誌の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、

lj！なる機積の交換等の場合は算定できない。

間！ 子宮周止rfn.バルーンカテーテル

ア 分娩又は滑王切開術後の子宮からの弛緩出血に対し、子宮収縮斉IJの役与及び子宮

双手圧迫術を試みてもll:.血できない患者に対して使用した場合にのみ算定できる。

イ :f 1主用止Ifllバルーンカテーテルを用いる｜僚は、区分番号「 J0 7 7 J子宮出血止

I血法の「 1」分娩l時のもの、「 K898Ji'il'王切開術又は「 K 9 0 1」子宮双手圧

迫術（大動脈圧迫術を含む。）と併せて算定する。

川I pj1J 除

目ii 削除

rnMI陰IE創！易治療別カートリッジは、入院中の患者以外の患者に対して使用した場合に

限り算定する。

rni1 人工乳房

当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する e

ア 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を 5年以上有している医師、もしく

は、その指導下で研修を行う医師であること。

イ 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録さ

れていること。

附 バルーン鉱張型人工生体弁セット

自己大動脈弁弁尖のI硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し、かっ、

外科的手術を施行することができず、本品による治療が当該患者にとって段普である

と判断された患者に使用する場合に限り算定できる。
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1rnm 血管内塞絵材

ア 止血用は、外傷等により、頭部、！拘股、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四

j伎中継側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管袋栓術を行った場合に算定する。

イ 動脈化学塞絵療法府は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。

4 フィルムに係る取扱いについて

111 1枚のフィルムを半分ずつ使用して 2回撮影した場合のフィルム料は、当該フィル

ムの材料価格によって算定する。即ち実際に使用したフィルムの価格による。

121 6歳未満の乳幼児の胸部単純撮影又は腹部単純損影を行った場合には、損純量が多

いことを考慮して材料価絡に 1.1を乗じて算定するものである。

13 I マンモグラフィ一周フィルム以外の軟部組織撮影用フィルムについては、一般の直

接撮影用フィルムとして算定する。

141 マンモグラフィ一周フィルムの撮影対象部位は乳房のみである。

151 画像記録用フィルムとは、コンピューター断層提影、コンピューテッド・ラジオグ

ラフィ一法線影、シンチグラム（闘像を伴うもの）、シングルホトンエミッションコ

ンビューター断層撮影、磁気共鳴コンビューター断層擬影又はデジタル・サブトラク

ション・アンギオグラフィ一法に用いるフィルムをいう。

I GI コンビューター断層撮影又はコンビューテッド・ラジオグラフィー用の乾式イメー

ジャーを用いる非銀塩感熱記録式フィルム、 ;j）；銀1嵐高安定ラミネート方式フィルムは、

間像記録用フィルムとして算定して差し支えない。

171 ロールフィルムのうち、フィルムの幅が告示に定められている規絡と同様であるか

又は類似している場合（3 5. 6センチメートル、 30.5センチメートル及び10.5センチメ

ートル等）にあっては、告示に定められている規格の枚数に換算し、算出した額を限

度とする。

181 心臓又は血管の動態を抱援するために使用したロールフィルム（シネフィルム｝に

ついては、所定点数に含まれ別に算定できない。

19) 間像診断に係る手技料を別に算定できない検査、処置、手術を行った場合において

も、使用したフィルムに要する費用については、区分喜子号「E4 0 0 Jに掲げるフィ

ルム料を算定できる。また、特定保険医療材料及び造影邦lを使用した場合は、各自flに

掲げる特定保険医療材料料及び薬剤i料を算定できる。

1101 フィルムの規絡が定められていないフィルムにあっては、定められている規格のう

ちで最も近似するフィルムの規格の材料価絡により算定する。

5 臨床試用特定保険医療材料に係る取扱いについて

Ill 臨床試用特定保険医療材料に係る保険請求上の取扱い

臨床試用特定保険医療材料は、算定方法告示に規定され、医療保険上の給付対象と

なる f特定保険医療材料」には該当しないものであり、したがって、臨床試用特定保

険医療材料に係る特定保険医療材料料については、保険請求は認められない。

111 臨床試用特定保i険医療材料を使用した場合の手技料等の取扱い

臨床試用特定保険医療材料が材料価絡基準に収載されている特定保険医療材料であ

る限り、当該臨床試用特定保険医療材料に係る手技 ~s）.については、保険務求が認めら

~1 る。
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6 経過拙I置について

Ill 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」（平成何年 2月12日保発

0212第ll、 12号）第 4:i'苦2の規定に基づき、再算定が行われた吸引慣置カテーテル、

Jl!I道ステントセット、交換用宵棲カテーテル、人工股関節用材料、大腿骨外似lj岡定用

内訓子、脊権問定用材料、人工肩関節郎材料、下l伎再建用人工関節用材料、組内釘、

｜劃定用金属線、悶定用金属ピン、人工籾帯、骨セメント、合成吸収性骨片接合材料、

植込~＼＇.！ I悩・脊髄電気刺激装置、人工内耳用材料、組織代用人工繊維布、皮膚欠損用語lj

1お被覆材、艇i込型輸液ポンプ、体外式ペースメーカ－Jtjカテーテル電梅、倒込型除制II

ffilJ器用カテーテル電極、生体弁、人工心肺回路、心臓手術用カテーテル、血管内手術

用カテーテル、 JJ!Ii萱結石除去用カテーテルセット及び大動脈用ステントグラフトにつ

いて、特定保険医療材料の安定的な供給を確保する観点から、段階的に価格を引き下

げるよう経過措 I~を設けたところである。

121 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準についてJ第 3章第 4節及び第 4~苦

3の規定に基づき、ペースメーカー、体外式ペースメーカー用カテーテル電極、 1笛込

~l'l 1徐調II車｝］ 器、心臓手術用カテーテル、同室ペーシング機能付き植込型｜徐細ffilJ器、大切J

l派朋ステントグラフト、カプセル型内視鏡及びバルーン拡張型人工生体弁セットの機

能区分における迅速な保険導入に係る評価iを受りた医療機器について、当該医療機器

が新規収載された日から 2年間に限り、当該医療機器の属する機能区分の基準材料価

絡に当該評価を ）J日算した額を保険償還価絡とするよう経過掠慣を設けたところであ

る。

II !ht定方法告示別表第二歯科診療報酬点数表に｜刻する事項

1 特定保険医療材料の算定に係る一般的事項

Iの lと問機であること。

2 特定保険医療材料（フィルムを除く。）に係る取扱い

川 中心静脈問カテーテル

Iの3のnmと同様であること。

121 プラスチックカニューレ型節目前Jig.留置量｜

Iの3の19Iと同様であること。

13 I 栄養カテーテル

Iの3の1151と同級であること。

141 気管内チューブ

I の 3 の 11~1 と問機であること。

151 悶管カテーテル

Iの 30) 1111と関係であること。

I GI l及号！？現世カテーテル

Iの3の11!1と同隊であること。

！？｜ 勝l此留置朋ディスポーザブルカテーテル

Iの3の11!1と阿保であること。
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18 ! 回定用金属ピン

I の 3 の 1~i1 と同織であること。

[9) 人工骨

汎用型・非吸収型のうち、穎粒・フィラ一、多孔体、形状J!武I形型及び吸収型につい

ては、骨髄炎、骨・関節感染症、慢性関節疾患、代謝性骨疾患、外傷性情疾患、骨服

務の病巣媛腿後の補袋、歯肉剥離J蚤JJlll手術若しくは歯周組織再生誘導手術中の補境又

は鎖変形痕の顎離脱後の補填に用いた場合、これらの疾患の治療のために自家骨移植

を行った結果その欠股郎位の補填を目的として使用した場合に算定する。

IWI 皮膚欠損用意1）傷被覆材

I の 3 の［~ii と同様であること。

1111 真皮欠領府グラフト

Iの3の［Illと同様であること。

111! 愉1111用血液フィルター（微小凝集塊除去用）

Iの3の1101と同様であること。

1131 ，＜［＇曲血朋血液フィルター（赤血球製剤 lm白血球除去周）及び輸血用血液フィルター（Jfll 

小板製剤lm白血球除去用）

Iの3の1111と同隊であること。

Ill) スピードギプス包帯

Iの3の1rnと同様であること。

3 フィルムに係る取扱いについて

Iの4と同様であること。ただし、 121の「胸部単純線影又は腹部単純線影」は「単純

撮影J と読み替えるものであること。

4 臨床試朋特定保険医療材料に係る取扱いについて

Iの5と同様であること。

5 経過J昔lfu＇.について

「特定保険医療材料の保険償還価絡算定の基準について」第 4章2の規定に基づき、

同算定が行われた固定用金属線、皮！詩欠損用創傷被覆材及び吸引慣鐙カテーテルについ

て、特定保険医療材料の安定的な供給を確保する観点から、段階的に価格を引き下げる

よう経過措置を設けたところである。

Ill 算定方法告示別表第三調剤報酬点数表に関する事項

1 特定保険医療材料の算定に係る一般的事項

Iの lと同様であること。

2 特定保険医療材料（フィルムを｜珠く。）に係る取扱い

Ill 腹膜透析液交換セット

Iの2のIllと悶様であること。

121 在宅中心静脈栄養用 l愉液セット

Iの2の12Iと問機であること。

q
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131 携却型ディスポーザブル注入ポンプ

f葛掛i管理又は化学療法を目的として使用した場合に限り算定できる。 1¥婦i管・萌！にお

いて PCA  (Pal ienl Conlrol led Analgesia）用装置を併用（一体型製品を含む。）

した場合の費用も当該材料価絡に含まれる。携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、

顔回の痕痛管理等で 1月につき 7個以上用いる場合において、 7個目以降の携帯型デ

ィスポーザブル注入ポンプについて算定する

141 皮 I；可欠損用創傷被援材、~）；悶着性シリコンガーゼ

Iの 2の151と問機であること。

151 水循環回路セット

Iの2の161と同様であること。

3 臨床試用特定保険医療材料に係る淑扱いについて

Iの 5と同級であること。

4 経過措置について

f特定保険医療材料の保険償還価総算定の基準について」第 4章 2の規定に基づき、

再算定が行われた皮！静欠煩用車I]1お被礎材について、特定保険医療材料の安定的な供給を

確保する観点から、段階的に削絡を引き下げるよう経過措置を設けたところである。

N 診療報酬明調II書におりる略称、の使用に関する事項

別紙にmげる特定保険医療材料については、診療報酬ipj調II書に記載する場合に、同表

に定める 111自称を使用じて差し支えない。

q
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（別紙）

告示名 目白祢

003動脈圧測定問カデーテル

(l) ))iii動脈庄及び肺動脈侠入庄測定用力テーテル 動脈圧モニターカテ肺動脈問

121末柏動脈庄司lリ定用カテーテル 動脈圧モニターカテ末梢動脈用

004冠状静脈i同内血液保取用カテーテル csw血カテ

005サーモダイリューション用カテーテル

(I) 一般型・（標準型・』富市型） サーモ標準

121一般型・（標準型・愉il!iXはベーシングリード用ルーメンあり） サーモ（標準・ルーメン）

131 一般型・混合的自民 Ill［~楽飽和度モニター機能あり サーモ（標準・オキシ）

141一般型・ベーシング機能あり サーモ（襟準・ベーシング）

151 ;/j室田lU:l準測定機能あり 混合静脈血殿紫飽和度モニタ一機能あり サーモ（REF・オキシ）

161右輩駆出！｛＇測定機能あり・混合静脈血政索飽和 Illモニタ一機能なし サーモREF 

171述統心拍出量測定機能あり・混合静脈血眼楽飽和皮モニター機能あり サーモ（CC0・オキシ）

181迎統心拍tJj量測定機能あり・混合肺脈血敵楽飽和皮モニター機能なし サーモCco 
19）ー側肺動脈閉塞試験機能あり サーモUPAO 

010血管造影用マイクロカデーテル

I IIオーバーザワイヤー・選択的アプローチ型・プレードあり マイクロカテ・ OSB

121オーバーザワイヤー選択がF ブローチ型・プレードなし マイクロ力テ・ Os 
131オーバーザワイヤー・遺影能強化型 マイクロ力テ・ Oz 
141オーバーザワイヤー・デタッチャブルコイル用 マイクロカテ・ 0コイル

151 7ローダイレクト マイクロ力テ・フローダイレクト

021 中心静脈問カデーテル

111探ijU型・シングルルーメン・スルーザカニューラ型 中心静脈カテ・標準・ I

（目標準型・シングルルーメン・セルジシガー型 中心的，，服カテ・標準・ E

131標準型・マルチルーメン・スルーザカニューラ型 中心静脈カテ・棋準・ E

141標準型・マルチルーメン・セルジンガー型 中心的脈力テ・標準・ N

15）抗血位性型 中心静脈カテ・抗血栓

161 1話相l生！ 中心的脈カテ・極細l

17）力フ付き 中心静脈カテ・カフ

1s1 m素飽和度測定機能｛、jき 中心静脈カテ・オキシ

191末梢留寵型中心静脈カテーテル・逆流防止機能付き シングルルーメン 中心静脈カテ・末相i習慣・ I

110）末』m回目立型中心的l眼力テーテル・逆流防止機能付吉・マルチルーメシ 中心静脈カテ・末梢沼恒・ H

023涙液・涙道シリコンチューブ 涙道チュープ

024 I踊・脊髄腔用力ニューレ

111 !Jf.illim ・皮下・便ll~）jト !TI 脳・脊髄カニューレ・ I

121排彼!TI.>:ii主主内問 ！！日・脊髄カニューレ・日

131 釧ii~／百・脊髄クモ膜下腔用 脳・符髄力ニューレ・ Ill

141脳J:E測定問 nrn・脊ll!i力ニューレ N 

026栄養カテーテル

I II 経~：.m. 一般用 栄養カテ・経鼻・一般型

121経品！日・乳幼児用・ 般型 栄養カテ・経鼻・乳児1

(3）維持リ日・乳幼児丹1gl>DEHP!l'J 栄養力テ・経品・乳児2

14）経外用・経腕栄養用 栄養カテ 経鼻・経H日型

(5）経邸周・特殊型 栄養カテ・経鼻・特殊型



告用名 略称

16) II号機用 栄養カテ・ II号痩型

027気管内チューブ

(l) :IJ 7あり・力フ上部吸引機能あり 気管内・吸引あり

12）カフあり・力フ上部吸引機能なし・標準耳目 気管内・吸引なし・標準型

(2-2）カフあり・カフ上部俊引機能なし・特殊処現型 気管内・吸引なし・特殊処埋1£1

(3）カフなし 気管内・カフなし

028 ¥lj管カテーテル

(I）シングルルーメン 胃＇＆カテ・シングル型

12）ダブルルーメン・標準型 胃＇＆カテ・ダブル・標準型

13）ダブルルーメン・特殊型 胃管カテ・ダブル・特殊型

(4）マグネット付き 同管カテ・特殊型

029股引留置カテーテル

（！）能!fvJ!監事i型・胸l注用・一般型・軟質型 吸引沼産fカテ・胸II空用 [ 

(2）能回j吸引型・胸腔m・ 一般型・硬質型 吸引留底力テ・胸腔用 E

(3）能動吸引型・胸腔m J坑血栓性 吸引留置カテ・胸l控用抗血絵

14) j E動吸引型・心，y~ ・縦陥苦手刺HJ 吸引留置カテ・ a<車u型

(5）能動l汲号｜型・市Ii全摘術後期 吸引留霞カテ・肺全撤用

(6）能動吸引担・創部用・軟質型 吸引留能力テ・創部用 I

171能動I及引型.OIJ剖：m.≪由貿型 l民引詔箇カテ・創部用 E

(8）能動吸引型・ -ij・ンブドレーン 吸引関置カテ・サンブ

19）受動I!&引型・フィルム・チューブドレーン・フィルム型 吸引留l置カテ・フィルム・チュープI

(10）受動吸引型・フィルム・チューブドレーン・チューブ’型 吸引留限カテ・ 7・｛ ルム・チューブ日

I 1 ll受動吸引型・ llrr服用・ JJ［［管チューブ 吸引留I置カテ・胞牒用 l

112）受動吸引裂・胆勝m・Im畿管チューブ l汲引留置力テ・胆II初日 E

113）受動吸引型.JI［［路用・際管チューブ 吸引俗世カテ・胆隣府 E

030イレウスmロングチュープ

I I)標準型・経品目挿入製 イレヴスIFH:•

(2）係構型・経III内情入型 イレウス経月工門

(3）スプリント機能付加型 イレウススプリント

031腎痕χは！庶！此叫i用カテーテル及びカデーテルセット

(I）腎瞳iHl:IJテーテル・ストレート型 'j¥f機・肪IJ!i:楼カテストレート

12）腎桜問カテーテル・ビッグテイル型 特誼！ . ll芳枕控l力テビッグテイル

13）腎機用カデーテル・マレコ型 腎燦・！院自主坦lカテマレコ

(4）腎桜用カテーテル・カテーテルステント型 腎lit・勝耽棲力テ力デーテルステント

15）将邸周カテーテル・腎iiiバルーン型 'i¥f盛・勝月正法力テ腎孟バルーン

16）勝枕援用力デーテル 符法・勝目血痕カテ防枇痩rn

17）造設mセット 腎痩・勝II；＼＇痩造設用

18）交換j司セット 'f';f却I・勝目指痩交l民間

033経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用力デーテルセット

（日ワンステップ法・ダイレクト法セット PTC D力テ I

(2）ツーステ、yブ法・内外銀法セット PTC Dカテ2

(3）外f.¥jiiiセット PTC Dカテ外筒法

(4）経必法セット PTC DカテENBD

15）追加・交換ITIセット PTC Dカテ追加交換

2 



告示名

034胞遊ステシトセット

I I) 一般型・永久留i置型・ステント・ロング

｛引 般型・永久留置型・ステント・ショート

13）一般型・永久留招型・デリパリーシステム

(4) 般型・一時留扱型・ステント

日） 般担・ 一II在官｛従型・デリパリーシステム

16）自動装着システム付・永久偲陪型・カバーあり

(7）自動装着システム付・ 4タ閉館型・カバーなし

18）自動装着システム付・一時li'J位型

035尿管ステントセット

11) －・般型・掠i匹型

12）一般型・異物付着防止型

日）外品im.腎孟官＇lfi!l型・標準型

(4）外機/H・府孟i習慣型・異物付着防止型

伍）外雄用・尿管偲筒型

(6）エンドハイロトミ－Ill

036尿道ステント

(I) 永久留fi'l型

(2）一時限世（交換）型・長期留ii'l型

（出 時間世（交換）型・短期問誼型

037交換用問機力デーテル

(J) 問f習慣型・パンパー型・ガイドワイヤーあり

位）目的蹴型・パンパー型・ガイドワイヤーなし

（剖刊倒的型・バルーシ~~

（羽小限留悶型

038気管切llfl後間世mチュープ

11）一般型・力7付き気管切llilチューブ・カフよ郎吸引機能あり・ ー虫管

。） 般型・力フ付き気管日mチュープ・力7七部吸引機能あり・三重管

日） 一般型・力7Hき気管切onチューブ・カフ上部吸引機ii＂なし・－ ill管

（訓一般型・力7付き気管切開チューブ・カフ上部吸引際1mなし・二重管

出1 4般型・力フなし気管切開チューブ

(6）輪状甲状腺切附lチューブ

(7）保持用気管切開lチューブ

039勝目；＼＇.li'li世間ディスポーザプルカテーテル

(I) 2官 官J!'( I ) 

(2) 2管一般 (Il)

(3) 2管一般（ill)

臼）特定（ I ) 

日）特定 (Il)

(6）圧迫Jl:iftt

042緊急時ブラッドアク Eス用問置カテーテル

I I) シングルルーメン・ 般型

(2）シングルルーメン・交換m
(:l）ダブルルーメン以 t・ 一般型

3 

略称

胆道ステント・一般・永久・ステント長

胆道ステント・ ー般・永久・ステント短

胆道ステント・－・般・永久・デリパリー

胆道ステント・一般・ーl時・ステント

胞道ステント・一般・ー時・デリパリ－

II~道ステント・自動・永久・カバー：｛f

！阻i宜ステント・自由~ .永久・カバー1R¥

n~道ステント・自!lilJ. ー時

尿管ステントー般I

尿管ステント一般E

尿管ステント外棲 I

尿管ステント外法E

尿管ステシ卜外機田

尿管ステントエンドパイロトミー

尿道ステント I

尿道ステントE

尿道ステントE

~I痕カテ I 1 

悶棲カテ I-2 

宵癖力テE

同痩:JJテ阻

気管切開・ l汲引あり・－ill管

気管切開・吸引あり・二重管

気管切開・吸引なし・一貫管

気管切開・吸引なし・二患管

気管切開・カフなし

気管切開・輪状甲状腺用

気管切開・保持用

勝目定留U:tカテ2管 般 II ) 

防耽留Ill力テ2管 般 (II)

l防ijk留18カテ2管ー般（ill)

勝目t儲ii'!力テ特定（ I ) 

勝脱留信力テ特定 (Il)

l闘世留置力テ圧迫止Jill

ブラッドアクセスカテS一般

ブラッドアクセス力テ5交換

ブラッドアクセスカテD－般



告示名 略称

(4）ダブルルーメン以上・カフ型 プラッ巨アクセスカテDカフ

044 I凪妓交換問血線分間』器 皿策分雌g~

045血妓交換用血焼成分分離器 血焼成分分離＆§

047吸着式血液持化周浄化器（エンドトキシン除去用） 吸着式血液浄化（エンドトキシン）

048 I及諸式I血液浄化問符化穏（肝性昏眼用又は薬物中毒用） 吸若式血液持化（［f性昏睡・築物）

056副木

( 11軟化成形使用型，手指・足時ff! 日l木・ F10-a-l 

(21 軟化）；~形使用型・上j民間 副l木・ F10-a-2 

(3）軟化成形使用製・下肢朋 副木・ F1 0 a-3 

(4）軟化成＇＂使舟型・鼻骨用 日l木・ F10-a-4 

151形状賦｝醇型・手指・足指用 削l木・ F1 0 b 1 

(6）形状賦JI'型・上j民用 凶＇l*・ F 1 0 -b -2 

(7) 11'状賦）fa型・下肢問 日l木・ F1 0 -b 3 

(8）形状賦形型・鼻骨用 日l木・ FlO-b-4

(9）ハローベスト（ベスト部分） 日l木・ FIO-c

(! 01 ヒール 同l木・ FlO-cl

057人工股l調節用材料

(!I骨盤側材料・臼益形成mカップ（直接聞定型） ・標準型 人工股関節!IA 1 

(1-2) ［才盤側材料・臼蓋形成j苦カップ（直接固定型） ・特殊型 tI J 人工股関節HA-1-2 

（ト3）骨9.ilh!IJ材料・臼益形成j召カップ（直披固定型） ・特殊型 (JJ) 人工股関節HA-1-3 

(J-4）骨捻~\IJ材料・臼務形成m力ッフ（漉筏悶定型） ・特殊型（皿） 人工股関節目A-1-4

12）骨股側材料・臼室長形成用カップ (Ill）接関定型） 人工股関節目A-2 

(2-2）干i按劃l材料・カップ・ライナ一一体型（間接回定型） (JJ) 人工股関節HA 2-2 

(2-3）骨盤側材料・カップ ライナ一一体型 (I間後岡定型） （阻） 人工股i調節HA-2-3 

(3）骨般側材料・ライナー (I) 人工股関節HA 3 

13-2）骨盤。（lj材料・ライナー（ill) 人工股関節目A-3-2

(3-3）骨盤側材料・ライナー（pi) 人工股関節HA 3 3 

(3 4）付盤側材料・ライナー（VJ 人工股関節HA-3-4 

13-5）骨自主側材料・ライナー（VID 人工股関節HA-3-6 

13 61骨盤側材料・デュアルモビリティ用ライナー 人工股関節HA-3 5 

141大腿骨側材料・大限骨ステム（直接岡定型） ・傑11'型 人工股関節HF 4 

(4-2）大腿骨側材料・大腿骨ステム（直接固定型） ・特殊型 人工股関節HF-4-2 

(5）大腿背側材料・大腿骨ステム（ll司接固定型） ノ、工股関節HF 5 

(6）大！腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド（ I ) 人工股関節HF-6 

(6-21大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド（日） 人工股関節HF-6 2 

!71大！腿骨Bj材料・人工骨頚用・モノホーラカップ 人工股関節目M-7

(8）大腿骨側材料・人工骨Ji.illlJ.パイホーラカップ（ I ) 人工股関節HB-8

18～2）大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラ力、ノプ（ II) 人工股関節IIB 8 2 

(91 j作純人工骨頭 人工股関節lーlE-9 

058人工院関節用材料

(J）大腿骨側材料・会掻l主用材料（直接回定型） 人工IW関節KF-1

(2）大l腿骨側材料・全置換用材料 (lllj接回定型） ・標準型 人工膝関節KF 2 

(2-21大！腿骨側材料・全世換用材料（（，尚f車問定型） ・特殊型 人工膝関節KF-2-2 

(31大！山骨側材料・片側置換用材料（寵接国定型） ノ、工膝｜調節KH 3 

4 



告示名

付）大腿骨側材料・片側関換用材料 o•it主回定型） ・傑機製

(4-2）大！腿骨側材料・片側慣換用材料（閃接固定型） ・特殊型

店｝隠骨側材料・全爾換用材料（直接固定型） ・様車型

(5－幻腔骨側材料・全置換用材料（直接固定型）・特殊型

(6) n~~骨側材料・全世換用材料（間接関定型）

(7）服骨側材料・片側位換用材料（直接固定型）

（別 限廿側材料・片側担換用材料（間俊固定型）

（町膝蓋時材料・服務骨i世挽用材料（ I ) 

(10）削除

(I0-2) I応益骨材料・ l法益骨置J車問材料（IID. 

(¥0－剖削除

（＼＼）インサート（ I ) 

(¥2）インサート (II)

059オプション部品

（＼）人工股関節用部品・ 般オプショシ部品

（ト2）人工股関節用部品・カップサポート

αl，、工IWI用節用部品

(3）人工関節回定強化部品・人工関節固定強化部品（ I ) 

(3－町人工関節悶定強化部品・人工関節回定強化部品 (II)

(4) f!H:l!m強化部品

15）人工m関節再起I換用ステムヘッド

060岡定川内副子（スクリュー）

(¥) 般スクリュー（生体用合金 I) ・標準型

（ト2) 般スクリュ （生体用合金 I) ・特殊型

印）一般スクリュー（生体用合金Il)

（町一般スクリュー（アルミナセラミック）

14）中空スクリュー（生体用合金 I・ S) 

15）中空スクリュー（生休用合金 I• L) 

（邸中空スクリュー（生体用合金Il. s) 

げ）中空スクリュー（生体問合金Il・ L) 

18）その他のスクリュー

①掠準型・小型スクリュー＼Jifi議骨顔面上下核骨用）

②特殊型・軟骨及び＇~t部組織用・スーチャーアンカー型（スクリュー型）

② 2特殊型・軟骨及び＇ hi；部組織用・スーチャーアン力一型（その他）

③特殊型・帆；1:1・及び軟部組織問・インターフヱアレンス型

④特殊型・仲；骨及び軟部組識問・応金型

⑤特殊型・圧迫調書E閤定用・両端ねじ型・大腿骨頭部用

⑥特殊型・圧迫前段閲定用・両端ねじ型・一般用

⑦特殊型・義｜国等人工物悶定問

061悶定用内耐子｛プレート）

I I) ストレートプレート（生体用合金 1・S)

12）ストレートプレート（生体用合金 I• L) 

ωストレートプレート（生作用合金E S) 

ωストレートプレート（生何冊合金H・L)

日目祢

人工闘関節KH-4

人工股関節KH-4-2

人工膝関節KT-5

人工目安関節KT-5-2

人工股関節KT-6 

人工膝関節KH-7

人工膝関節KH-8

人工凶関節KP-9 

人工膝閃苗iKP-10-2

人工膝関節Klー11 

人工膝関節KI 1 2 

オプショシ部品・ OH-!

オプション部品・ O!-!-1 2 

;jプション部品・ OK-2 

オプション部品・ OF-3 

オプション部品・ OF 3-2 

オプション部品・ OR-4 

オプション部品・ OR-5 

固定問内副子・ FA-1 

悶定用内面I）子・ FA-J-2 

回定用内訓子・ FAー2

回定用内則子・ FA 3 

悶定問内r.i1J子・ FB-1-S 

閏定問内削子・ FBー1-L

回定府内的l子・ FB 2 S 

回定用内国l子・ FB-2-L 

岡定問内高I）子・ Fl-a

図定町内市1）子・ F1 -b l 

回定用内面I）子・ Fl-b-1-1 

回定m内副子・ F1 -b 2 

固定m内副子 ・FI-b-3

回定用内耐子・ F1 -c -1 

開定用内面1）子・ Fl-c-2

固定問内耐子 F 1 -cl 

悶定用内訓子・ FC I -S 

回定m内副子・ FC-1ーL

固定朋内副子・ Fc-2-s 

悶定用内田l子・ FC 2-L 



15）有角プレート（生体用合金 I) 

（ω有角プレート（生体用合金II)

告示名

(7）骨端用プレート（生体用合金 I) ・標準型

17-21骨端用プレート（生体用合金 I) ・内外反変形矯正問（小児）

（剖骨端舟プレート（生体用合金IIl 

（引その他のプレート

①際準・指骨、頭室長骨、阪商骨、上 F顎骨用・ストレート型 異形型

②鯨準・m骨、頭車h骨、阪商骨、上下顎骨用・メッシュ型

③標準・下顎骨・骨盤再建用・標準型

各）－2標準・下顎骨骨盤再建用・三次元製

③標準・人工事1関節用

⑤桜準・照議骨閉鎖用・パーホール型

⑥綴準・ I現遺骨閉鎖m・ グランプ型

⑦特殊・骨延長府

③特殊・スクリュー非使用型

062大腿骨外側固定用内副子

Illっぱなしプレート（生体用合金 I) 

121っぱなしプレート（生体用合金ll) 

（討つばっきプレート（生体用合金 I) 

14）つばっさプレート（生体用合金IIJ 

(5）ラグスクリュー（生体用合金 II 

（的ラグスクリュー（生体月1合金IIJ 

17）スライディングラグスクリュ （生体用合金 II 

（的圧迫間定スクリュー U£体用合金 I) 

（的圧迫間定スクリュー（生体用合金III 

063固定用内国j子用ワッシャ一、ナット類

（！）ワッシャー (I)

（引ワッシャー (II)

(3）ナット

064 ~Hf!固定用材料

Ill脊litロッド

(2）脊lll.プレート（SJ

131干Hitプレート（ L) 

(4) Ill体フック

(5）脊If＞スクリュー（悶定型）

(6）脊Iiiスクリュー（可動型）

171脊縫コネクター

（剖トランスパース固定探

(9) ！自体ステーブル

(I OJ 陥（,j.;ワッシャ－

065人工肩関節用材料

（！）周叩骨側材料・標準型

11-21府If＇骨 O!IJ材料特殊型

（引 七腕骨仰l材料・襟能型

6 

陥祢

固定用内高Jj子・ FDー1

固定期内田I子・ FD-2 

偲定用内話Jj子・ FE-1 

固定用内田l子・ FE-1 2 

固定用内面Jj子・ FE-2 

fill定用l司副子・ F2 a 1 

悶定問内面lj子・ F2-a-2

回定m内副子・ F2-b

固定期内市Jj子・ F2-b-2

閲定用内日lj子・ F2-c

回定用内田l子・ F2-d-1

固定用内同l子・ F2-d-2

固定府内田l子・ F2 e 

閲定J丹内面l子・ F2-f

国定用内f~lj子・ F F-1 

悶定問内{.ii）子・ FF 2 

周定用内問j子・ FG 1 

回定I刊内田l子・ FG-2 

固定問内自l干・ FH-1 

回定Ill内訓子・ FH-2 

回定舟内田l子・ FI 1 

悶定府内{,jlj子・ FJ 1 

固定府内耐l子 FJ-2 

固定用内副子・ FK 1 

岡定府内国l子 FK-4 

悶定用内面l子・ FL 

閲定用内副子・ F~1 

悶定用内副子・ F0-S 

固定用内田l子・ F0 L 

悶定用内削子・ Fp 

固定用内田l子 FQ-F 

岡定市内田l子・ FQ v 

固定用内i~Jj子・ FS

固定用内田j子・ FT 

固定品l内副子・ Fu 

固定用内高l子・ F3-a

人工］古関節・ SG 1 

人工肩関節・ SG-1-2 

人工ii'll調節・ SH-2



告示名 略祢

(2 2）上腕骨fll'l材料・特殊型 人工肩関節・ S]-] 2 -2 

(3）リパース型・よ腕骨ステム 人工肩関節・ SR-1 

141 リバース型・スベーサー 人工肩関節・ SR-2 

(5）リパース型・インサート 人工肩関節・ SR-3 

(6）リパース型・関節節ヘッド 人工肩関節・ SR-4 

(7）リパース型・ベースプレート 人工肩関節・ SR-5 

066人工肘関節用材料

(J）上腕骨側材料 人工肘関節・ E1-1 1 

(21尺骨割l材料 人工肘関節・ Eじ 2 

(3) I尭骨恒I）材料 人工肘関節・ ER-3 

067人工手閃節・足関節用材料

(I）人工手閑節用材料・ 111骨側材料 人工手関節・ WR-1

(2）人工手関節問材料・中手骨側材料 人工手関節・ w_v1-2 

(3）人工手関節用材料ー体型 人工手関節 ・W0-3

(4）人工足関節用材料・ ll'f骨側材料 人工足関節・ ATー1

15）人工足関節用材料.Wr:i骨側材料 人工足関節・ AT-2

068人工指i瑚節用材料

(I）人工手指関節用材料・人工手嶋中手関節用材料・大菱lf:i骨側材料 人工手指関節・ PF-I 

(2）人工手指関節用材料・人工手担中手関節用材料・中手骨側材料 人工手指関節・ P~！－ 2 

(3）人工手指WJ節m材料・その他の人工手指関節用材料・近位側材料 人工手指関節・ PP-3 

(4）人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・ lhl位側材料 人工手指｜調節・ PD-4 

(5）人工手指関節用材料・その他の人工手術関節用材料・ ｛｛；型 人工手指関節 ・P0-5

(6）人工手術関節用材料・その他の人工手指関節用材料・人工手線骨用 人工手指関節・ PC-6 

(7）人工足指関節m材料・ jlf:位側材料 人工足指関節・ TP-7 

(8）人工足指l瑚節用材料・述位側材料 人工足指関節・ TD-8 

(9）人工足指l羽田1用材料・ 体型 人工足m関節・ T0-9 

069上j佐rriilt用人工関節m材料

Ill丙建用上II自骨；！［位li!Wlm材料 上肢再建関節・じL I 

(2）円ill用上腕骨述位柿綴用材料 上被再建関節・ UL 2 

131 再建用｝~廿側材料 上肢再建f™節・ UL-3 

070下肢再建用人工関節用材料

( 11再佳1fl臼論形成カップ 下肢再建関節・ LL-1 

(2）再ill！日大｜限1'r近位首Ii綴用材料 下肢再建関節・ LL-2 

131再建岡大腿骨述位相I絞用材料 F肢再建I関節・ LL 3 

141 ~nl!m大腿骨表問li!ll児用材料 下肢再建関節・ LL-4 

(5）再建fll限付近位補綴J1J材料 下肢再建関節・ LL-5 

(6）再建m11主計表面l世換用材料 下肢再建関節・ LL 6 

071カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨

( 11力スタムメイド人工関節 カスタムメイド人工関節・ Cp I 

(2）カスタムメイド人工仕

①力スタムメイド人工骨（ s) カスタム人工骨 ・CP-25

②カスタムメイド人工骨（:VI) カスタム人工骨・ CP -2 :VI 

③カスタムメイド人工骨｛し） カスタム人工骨・ CP-2L 

072 人工骨lffi~日 1'l・頭制・ RS-1

7 



073髄内釘

II) 髄内釘・一般型

(2) llfi内釘・横止め型

（剖髄内釘・大腿骨頭部型

(4）髄内釘・集来型

(5）髄内釘・可変延長型

(6) t抗止めスクリュー・権準型

告示名

17）横止めスクリュー・大腿骨頭部型

17-2）般止めスクリュー・特殊製

問）ワッシャー・ナット

（的位践附報表示装慌（プローブ・ドリル）

074閤定釘

1 ll平田1型

位）立体特殊型

日）高位胞骨骨切り問

。75回定用金属線

1 ll金属線・ワイヤ－

(2）金属線・ケーブル

但）金属線・バンド

14）大転子専問締結器

076岡lE'.Hl金続ピン

I 1l創外閥定器用・傑準型

ω創外回定器用・抗緊張ピン・一般型

間）削外岡定＊§HJ.抗緊張ピン・特殊型

14) 般用・標準型

(5) 般用・リング型

077人工納得

1 ll岡定器具なし

ω岡定器具っき

078人工骨

(I）汎用型・非吸収型.1現主主 ・7ィラ－

121 汎！日目出・ ~I＇吸収裂・多孔体

臼）汎Ill型・』I＇吸収型・骨形成促進裂

141汎/l)型・非吸収型・形状賦形型

(5) i.凡J司型・吸収型・ 1阪111・7ィラ

佑）汎m型・殴収型・多孔体・一般型

16-2）汎用型・吸収耳目・多孔十I• ・蛍自質配合型

(7) 専用型・人工耳小骨

（針。＇f.lll型・開i噴き宇孔術用

19) WJTI型・頭蓋骨・喉頭気管問

(I 01専用型・ 1佐弓・ 4時間Ill

II Ii専用型・機体回定問・ ll1H初日

II引専用規 lit体悶定問・その他

113）専問担・骨盤朋・胸骨稜周

略称

髄内釘・ F4-a

髄内釘・ F4-b

髄内釘・ F4-c

髄内釘・ F4 -cl 

髄内釘・ F4-e

髄内釘・ F4 f -1 

品ilr'、］長T・F4 f 2 

髄内釘・ F4-f-3

髄内釘・ F4-j

髄内釘・ F4-k 

回定釘・ Fo-a

回定釘・ F6 b 

個定釘・ Fo c 

金属線・ FG-a-1

金属線・ F6 a 2 

金属線・ FG-a-3

金属線・ F6 b 

金属ピン・ F7-a

金属ピン・ F7 b 1 

金属ピン・ F7-b-2

金属ピン・ F7-c 1 

金属ピン・ F7ーc-2

WJilr • F 8 a 

靭千W・ FS-b 

人工骨 ・AB-01

人工宵 ・AB-02

人工骨・ AB 03 

人工骨・ AB 04 

人工骨・ AB-05 

人工骨 ・AB-06

人工骨・ AB-06-2 

人工骨 AB-07 

人工骨 ・AB-IO

人工骨・ AB-1 I 

人工脅 ・AB 1 3 

人工骨・ AB-14 

，、工t't・AB-16

人工骨・ AB-16 

8 



告示名 略称

114）専用型・骨燥用・その他 人工骨・ AB-17 

115）専用型・肋骨・胸骨・四肢骨用 人工骨・ AB 1 9 

115-2）専用型.I位体骨創部閉鎖用 人工骨・ AB-19-2 

115-3）専用型・スクリュー併用用 人工骨・ AB-19-3 

116）特殊型 人工骨・ AB-20 

079骨セメント

(I) 威主主吟用 セメント・ F1 1 -a 

121人工関節悶定m セメント・ F!l-b

13）脊lft用 セメント・ FI1 -c 

141削除

080合成吸収性骨片接合材料

(I) スクリュー・一般問 吸収性核合材 ・F9 a-1 

12）スクリュー・頑議・顎・顔而・小骨用 吸収性接合材・ F9-a-2

(3）中空スクリュー 吸収性接合材・ F9-a-3

141ストレートプレート 1段収性接合材・ F9-b

151その他のプレート 吸収性能合材・ F9-c

(6）イシターフェランススクリュー 吸収性按合材・ F9 cl 

171スーチャーアンカー 吸収性被合材・ F9-e

181ボタン 吸収性接合材・ F9-f

(9）ワッシャー 吸収性接合材・ F9-g

110）ピン－ー般用 吸収性接合材 F9-h-l 

1111 ヒン目 II旬骨・ Jl!J骨用 吸収性縫合材・ F9-h-2

1121 シート・メッシュ型（ I ) l没収性能合材・ F9-i

113）シート・メッシュ型 (ll) 吸収性技合材・ F9ーj

114）頭蓋骨閉鎖mクランプ・一般型 吸収性接合材・ F9ーk

115）頭誰1'.i閉鎖用クランプ・簡易型 阪•IR性妓合材・ F9-k-2

093人工喉頭

(I) 音声IE!H垣間人工揃装具・一般型 音声舗装具・ー般

（ト21音声回復用人工抗n装具・長期f耳慣型 音声相1装具・長期

12）呼気弁 呼気弁

099組織代用人工繊維布

Ill心血管系m・血管周フヱルト・ファプリック 繊維布・心血管・フェルト

12）心l血管系HJ・心！悦シート 繊維布・心血管・心臓

131心血管系JI].心血管修復パッチ 繊維布・心血管 パッチ

141ヘルニア修復・胸壁補強用・一般 繊維布・ヘルニア ー般

15）ヘルニア修復・ lli!ll互補強m 形状付加型 繊維布・ヘルニア・ If~状付加

(6）ヘルニア修復・胸壁捕強用・腹股欠損問 織Mt布ヘルニア・脱10＼欠航

17）臓鴻欠損補強附 繊維布・ 1属探欠損

181 自動縫合総対応用 繊維布・自動縫合器

19）プレジェット・チューブ 繊維布・プレジェット

IOI皮防欠損用削1明被覆材

111 真皮に至る創H~m 被覆材・真皮用

121皮下組織に至る創i担問・際準型 被覆材・皮下組織m<1:¥1¥gl 

13）皮下組織に至る創1割問・異If~ ！目 被挺材・皮下組織m<Y4形）

9 



告示名 略品：

141筋・骨に至る創｛話用 被援材・筋骨用

103 ＂＇回活性シリコンガーゼ

(I) 広範囲熱傷111 シリコンガーゼ（広範阻）

121平垣部位用 シリコンガーゼ（平坦）

131 I凹凸部位悶 シリコンガーゼ（凹凸）

108頭・静脈、政腔シャントパルプ

Ill標準型・標準機能・近位カテーテル・標準型 悩シャント・近位カテI

(2）燃11g型・標準機能.j［位カテーテル・内視鏡型 悩シャント・近位カテE

(3）照準型・標準機能・リザーバー 1悩シャント・リザーパー

(4）保司自型・探準機能・バルブ 圧悶定式 脳シャント・パルプI

(5）探準型・標準機能・バルブ・流民調節・庄可変式 脳シャント・バルブ日

(6) !:]{1（~型・際準機能・退位カテーテル・際準型 脳シャント -i主位カテI

(7）標準型・標都機能・迷位カテーテル・制径一体型 脳シャント・逮位カテH

（目標準型・標準機能・コネクタ・ストレート 脳シャン卜・コネクタ I

(9）標準型・標権機能・コネクタ・スリーウェイ 脳シャント・コネクタE

II OJ標準型・特殊機能 ！脳シャント・特殊機能

(Ill ワンピース型 脳シャント・ワンピース

114体外式ベ スメーカー用力テーテル’也liii

I II ・時ベーシング型 カテ培極・ 時ベーシングg<J

{21心臓電気生理学的検査機能付加盟・係構型 カテcllt!li・機能付加型・ I

(3）心臓泡気生理1学的倹査機能付加型・冠状静脈ifii!Wi 力テ電1ili・機能付加型 II 

(4）心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型 カテ筒樋・機能付加~Q. 国

151心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型 力テ屯極・機能付加l型・ N

(6）心臓電気生理学的検査機能付加盟・アプレーション機能付き・標準型 力テ笛掻・機能付加型・ V

16-2）心臓電気生理学的検査機能付加型・アプレーション機能付き・接触情報感知 カテt~悔機能付加盟 ·V-2

機能付き

171心臓電気生埋学的検査機能付加型・ 1品皮センサー付き 力テ危極・機能付加盟・ W

181 I中調ll!illJ機能付き 力テ電僅・機能付加盟・ V唖

116体外式ベ スメーカー用心臓植込ワイヤー

I II単価・回定機能あり 心臓植込ワイヤー・単l!Ji・悶定機能あり

121単随・悶定機能なし 心臓植込ワイヤー・単磁・悶定機能なし

131双極以上 心臓組込ワイヤー・双題以上

124ディスポーザブル人工i防

Ill股型肺・体外循環型（ •J ザーパ一機能あり） ・一般用 人工肺・体外・ lミあり・一般用

（ト21膜型目：1；・体外循環型（リザーパ一機能あり） ・低体護者・小児用 人工肺・体外・ Rあり・｛民体護者・小児m

121腺型！J;li・体外循環型（リザーパ一機能なし） ・ 般市 人工肺・体外 ・Rなし・一般！日

12-21脱型肺.fjドタl循斑型（リザーパ一機能なし） ・低体重者・小児用 人工肺・体外・ Rなし・低｛事選者・小児j刊

131股型肺・補助循環.1ili助呼吸型・ ·IJ~用 人工柿・補助・ イ世間

13吋 21股型IM1・補助循環・補助呼吸型・ i正体重者・小児I時 人工肺補助・低体重者・小児月1

I 25遠心式体外循環m血液ポンプ

I II一般製・抗血栓性あり 遠心ポン-j a 

121一般型・抗1fat士性なし 遠心ポンプ b

(3）長WI臼!RHl'! 遠心ホン7 c 

127人工心肺回路

10 



(I）メイン回路・抗血栓性あり

121メイン回路・抗血栓性なし

（剖姉助循l摺回路・抗血栓性あり

141揃助循環回路・抗血栓性なし

151心筋保謎回路

(6) J(11il'ii，鹿紡回路

(7）分離体外循環回路

(8）個別機能品・ 1昨曲l槽

告示名

(9）個別機能品・カーディオトミーリザーパー

(IOI個別機能品 ハードシェル静脈リザーパー

(I II個別機能品・心筋保護用貯液柿

(I別個別機能品・ラインフィルター

(l剖個別機能品・回路洗浄用フィルター

(14）個別機能品・血液学的パラメーター測定用セル・標準型

114 2）個別機能品・血液学的パラメーター測定用セル・ガス分圧センサー付き

1151個別機能品・熱交換総

l!Gl個別機能品・安全弁

128バルーンパンピング問バルーンカテーテル

Ill一般用標準型

(2）←般用末梢循環混存型

（剖 ー般用センザー内線型

14）小児用

132ガイディングカテーテル

I II冠動脈m
12）服部四肢末刷用

(31 I附血管問

133-（剖 PT Aバルーンカテーテル

I II 般型・惚1¥1!型

ω 般型・特殊型

ωカッティング型

141脳血管惣前日治療用

｛日大動脈mステントグラフト用・曲l流；!lll研型

（叫大動脈別ステントグラフ卜用・血流非ill!:I師型

げ）スリッピング｜町止出

133 (9) 11111主除去用力テーテル

Illバルーン付古 一般塑

ロ）バルーン付き・幅制l型

日）バルーン付き・ダブルルーメン

141残存Ifil栓除去用

（日経皮的血栓除去用

16）脳血栓除去用・ワイヤー型

171脳血栓除去m 破砕吸引型

134 ，、工血管

I II永久i忠世型・火血管ff!.分岐なし・標拙型

II 

心肺回路・メインa

心肺回路・メインb

心肺回路・補助c

心血Ii自路・補助d

心肺回路・保護e

心IW，回路・濃縮 f

心／Iii，回路・分離g

心肺回路・個別h

心lliP回路・個別 1

心肺回路・個別 j

心肺回路・個別i、
心肺回路・個別 l

心肺回路・個別m

心肺回路・個別J1- 1 

心肺回路・個別J1- 2 

心肺回路・個別o

心肺回路・個別p

JAB Pカテ標準型

略称

IAB Pカテ末梢循環温存型

IAB P力テセンサー内蔵型

IAB P力テ小児型

ガイディングカテ・冠動脈

ガイディングカテ・服部四肢

ガイディングカテ・脳血管

PTAカテー般・標準

PT Aカテ・一般・特殊

PT Aカテ・カッティング

PT Aカテ・スパズム治療

PT Aカテ・ Jf［流j盟断裂

PT Aカテ・血流非il!!I折型

PT Aカテ・スリッピシグ防止

皿桧除去力テ・バルーン般

IM士除去カテ・バルーン磁調II

1i11I~除去力テ・バルーンIJL

Jill続除去カテ・残存

Jf11!l'.除去カテ・経皮

血絵除去カテ.m•ワイヤー

血栓除去カテ・！！日破砕吸引

人工Jill管・ストレート・ I



告示名

(1-21永久留置型・大血管周・分岐なし・特殊型

(2）永久弱股型・大l血管用・ 1分岐・標準型

12 2）永久留置型・大血管朋・ 1分岐・特殊型

131永久留償型・大Ill［管用・ 2分岐以上・標準型

13-2）永久留世型・大胤管周・ 2分岐以上・特殊型

141永久留踏製・大胤管用.n!i:大動脈分岐用・標準型

(4-21永久留｛註型・大血管周・ 1巨大動脈分岐用・特殊製

(5）永久留陸型・小l血管Ill.際tl~型・外部サホートあり

(6）永久留陸型・小血管朋・標準型・外部サポートなし

(7）永久宙服型・小血管用・セルフシーリング

(7-21永久留霞型・小血管周・へパリン使朋型・外部サポートあり

(7-31永久留箆裂.！）、I血管用・ヘパリン使用型・外部廿ポートなし

(7-41永久留置型・小血管周・特殊型・外部サポートあり

(7-51永久間世型・小血管用 特殊型・外部サホートなし

(8）時W.iiil型

135尿路拡狽用力テーテル

(I) 尿管用

(2）腎痩｝耳

目）尿道用

136胆道結石除去用カテーテルセット

I JI経1主的バルーンカテーテル

(2）経内視野tバルーン力テーテル・ダブルルーメン

(3）経内倒鋭バルーン力テーテル・トリプルルーメン

141経内視鏡バルーンカテーテル・十二指腸乳頭拡張機能付き

(5）経内視鏡バルーンカデーテル・十二信服乳頭切問機能付き

(6）採石用バスケットカテーテル

(7)砕石用バスケットカテーテル・全ディスボーザブル型

(8）砕石用パスケットカテーテル・一部ディスポーザブル型

12 

焔林

人工血管・ストレート・ E

人工血管・ 1分岐・ I

人工血管・ 1分岐・ E

人工血管.2分岐以上・ I

人工血管・ 2分岐以上・ E

人工血管・ Y字・ l

人工血管・ Y字・ E

人工血管・サポートあり

人工血管・サホートなし

人工血管・セルフシーリング

ノ、工血管・ヘパリン使用型・サポートあり

人工血管・へパリン使用型・サポートなし

人工血管・特殊型・サポートあり

人工l血管・特殊型・サホートなし

人工血管・バイパスチューブ

尿路拡張カテ・尿管

尿路拡張力テ・腎痕

尿路拡張力テ・尿道

II~道結石カテ・経皮バルーン

JI§遊結石力テ・ダブルバルーン

胆遊結石カテ・トリプルバルーン

JI§道結石カテ・ EPB Dバルーン

胆道結石カテ・ Es Tバルーン

胆道結石カテ・泉石バスケット

)jg道結石カテ砕石パスケ・全ディスボ

Jiff道結石力テ・砕石パスケ・一部ディスホ



保医発 03 0 5第 6号

平成 26年 3月 5日

地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 ト殿
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

（公印省略）

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う

特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について

「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」（平成何年厚生労働

省告示第62号）が本日付けをもって公布され、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」

（平成20年厚生労働省告示第61号。以下「材料i価格基準j という。）が改正されたところであるが、

別表VI及び理に規定する特定保険医療材料料の算定については、下記のとおりであるので、その取扱

いに遺憾のないよう配慮されたい。

なお、本通知は、平成26年4月1日から適用することとし、従前の「特定保険医療材料及びその材

料価格（材料価格基準）の制定に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」（平

成24年3月5日保医発第0305第6号）は、平成26年3月311ヨ限り廃止する。

記

1 特定保険医療材料料について

特定保険医療材料料については、「特定保険医療材料の定義についてJ（平成26年3月5日保医

発0305第8号。以下「定義通知」という。）の各号に規定する定義のいずれかに該当する医療機器

のうち、「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」（平成26年2月12日医政発0212第15号、

16号、保発0212第13号、 14号）に規定する手続を経たものを使用した場合に限り算定できるもので

あり、その取扱いについては、以下によるものであること。

2 材料価格基準Vに規定する特定保険医療材料について

111 歯周組織再生材料とは、定義通知7J1J表Nに規定するものであり、歯周組織の再生を図る目的で、

被覆、塗布又は充填等によって口腔内の患部に適用される材料であって、歯周組織再生誘導手術

が可能なものであること。

121 インプラント体、暫間装着体、スクリュ一、アバットメント、アタッチメント及びシリンダー

-1ー



とは、定義通知別表Nt；：：規定するものであり、広範囲な顎骨欠損等の特殊な症例に対して適用さ

れる材料であって、広範囲顎骨支持型装置埋入手術が可能なものであること。

3 材料価格基準の別表のVIに規定する特定保険医療材料について

111 歯冠修復及び欠損補綴に係る材料料点数は、別紙1に示すものを標準として算定する取扱いで
あること。

121 歯科用コバルトクロム合金線（バ一周）及び歯科用ステンレス銅線（パ一周）とは、定義通知
別表V022及びV024に規定するものであり、屈曲パ一周をいうものであること。

131 スルフォン樹脂レジン歯とは、定義通知別表V033及びV034に規定するものであり、ポリサル

フォン樹脂レジン歯及びレイニング人工歯をいうものであることロ

141 硬質レジン歯とは、定義通知別表V035及びV036に規定するものであり、一般的名称が「硬質

レジン歯jであり、かつ、 2屑又は3層構造を有し、エナメル質部の硬さが21HVO.2以上のレジン

歯をいうものであること。

151 義歯床周熱可塑性樹脂とは、定義通知別表V045lこ規定するものであり、熱可塑性を有する、

義歯床用ポリエーテルサルホン樹脂、義歯床用ポリサルフォン樹脂、義歯床用ポリカーボネート

樹脂及びアクリリック樹脂であって、当該材料により作製された有床義歯が臨床上使用できる強

度を有しているものであること。

161 歯科用合着・接着材料 Iとは、定義通知別表V046に規定するものであり、接着性レジンセメ

ント及びグラスアイオノマ一系レジンセメントをいうものであること。

111 歯科用合着・接着材料Eとは、定義通知別表V047に規定するものであり、グラスアイオノマ
ーセメント及びシアノアクリレート系セメントをいうものであること。

181 歯科用合着・接着材料Eとは、定義通知別表V048に規定するものであり、歯科用燐酸亜鉛セ

メント、ハイボンド燐酸亜鉛セメント、カルボキシレートセメント、氷硬性セメント及び仮着用
セメントをいうものである乙と。

I 91 歯科充填用材料 Iとは、定義通知Z}lj表V049に規定するものであり、光重合型複合レジン（充

填用・硬化後フィラ－60%以上）及び光重合型充填用レジン強化グラスアイオノマー並びに初期

う蝕小禽裂i蒋填塞材で、粉末と液及びペーストをいうものであること。

llQJ 歯科充填用材料 Iの特定保険医療材料料を用いて歯科用複合レジン充填材料によるインレー修

復の特定保険医療材料を算定するものは、クリアフィルCRインレ一、パルフィーク インレ一、

クルツアーインレーCSセット、スリーエムレジンインレーシステム、ベルフィールインレ一、

ライトフィルCRインレーをいうものであること。
1111 歯科充填用材料 I・複合レジン系の特定保険医療材料には、フィラーの含有量によらず、高分

子系の初期う蝕小銭裂溝填塞材が含まれること。

1111 歯科充填用材料Eとは、定義通知別表V050に規定するものであり、複合レジン（充填用・硬

化後フイラ－60%以上）及びグラスアイオノマーセメント（充填用）で、粉末と液及びペースト

をいうものであること。

iii) 歯科充填材料Eの特定保険医療材料料を用いて歯科用複合レジン充填材料によるインレー修復

の特定保険医療材料を算定するものは、 SRーイソシットインレーをいうものであること。

11~1 歯科充填用材料Eとは、定義通知別表V05U；：：規定するものであり、歯科用桂酸セメント、磁

燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンをいうものであること。

II日 複合レジン築造用とは、定義通知別表V052に規定するものであり、歯科充填用コンポジツト

レジン（支台築造用・硬化後フィラ－60%以上）で、粉末と液及びペーストをいうものであるこ

と。

II日 スクリューポストとは、定義通知別表V057に規定するものであり、支台築造用に用いるスク

リュー型の合釘をいうものであること。

llTI その他の金属とは、銀合金及びニッケルクロム合金をいうものであること。

II目 ガリウムアロイGF及びガリウムアロイ GF Eについては、銀錫アマルガムと同様の取扱いと
すること。

11~1 その他の特定保険医療材料料の算定については、昭和43年6月初日保険発第30号の2の通知に

よること。

n
J
U
 



4 材料価格基準の別表の羽に規定する特定保険医療材料について

II I 歯科矯正に係る材料料点数は、別紙2に示すものを標準として算定する取扱いであること。

121 その他の 1と共通の項目については1と同様であること。
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（別紙 1)

材料料

M002 支台築造（ 1 1歯につき）

1 メタJvコア
Ill 大白歯

121 小臼歯・前歯

2 その他

Ill 大臼歯

121 小臼歯・前歯

M005 装着

1 歯冠修復物 (1個lごつき）

Ill 歯科用合着・接着材料 I

7 5点

47点

3 3点

2 I点

イ レジン系 I 7点

ロ グラスアイオノマ一系 14点

121 歯科周合着・接着材料E 1 2点

131 歯科用合着・接着材料E 4点

2 仮着（ 1歯につき） 4点

3 高，Jj子の装着の場合 (1歯につき）

Ill 歯科用合着・接着材料 I
イ レジン系 1 7点

ロ グラスアイオノマ一系 I 4点

121 歯科用合着・接着材料E 1 2点

131 歯科用合着・接着材料E又は歯科充填用即時硬化レジン 4点

M009 充填（ 1寵滑につき）

〔金属小釘を使用した場合は次の材料料と金属小釘料との合計により算定する。〕

1 銀錫アマルガム

Ill 単純なもの 1 3点

121 複雑なもの 2 9点
2 歯科充填用材料 I 

Ill 複合レジシ系

イ単純なもの 1 l点
ロ複雑なもの 2 9点

往 クリアフィルCRインレ一、パルフィークインレ一、クルツアーインレーCSセット、ス

リーエムレジンインレーシステム、ベルフィールインレ一、ライトフィルCRインレーを用

いて、インレー修復の単純なものを行った場合の特定保険医療材料はロにより、インレー修

復の複雑なものを行った場合の特定保険医療材料はイ及びロを合算し算定する。

121 グラスアイオノマ一系

イ 単純なもの

ロ複雑なもの

3 歯科充填用材料 11 

Ill 複合レジン系

イ単純なもの

1 0点

2 6点

4点
ロ複雑なもの 11点

注 s Rーイソシツトインレーを用いてインレー修復の単純なものを行った場合の特定保険医
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療材料はロにより、インレー修復の複雑なものを行った場合の特定保険医療材料はイ及びロ

を合算し算定する。

121 グラスアイオノマ一系

イ 単純なもの

ロ複雑なもの

4 歯科充填用材料 m 
MOIO 金属歯冠修復（ 1個につき）

4点

1 l点

2点

1 14カラット金合金

111 インレー

複雑なもの

121 4分の3冠

2 金銀パラジウム合金（金12%以上）

111 大臼歯

イインレー

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ 5分の4冠

ハ全部金属冠

121 小臼歯・前歯

イインレ－

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ 4分の3冠

ハ 5分の4冠

ニ全部金属冠

3 鋳造用ニッケルクロム合金

Ill 大臼歯

イインレー

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ 5分の4冠

ハ全部金属冠

121 小臼歯・前歯

イインレ－

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ 4分の3冠

ハ 5分の4冠

ニ全部金属冠

4 銀合金

Ill 大臼歯

イインレー

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ 5分の4冠

5 9 9点

748点

I 3 0点

2 4 0点

302点

379点

88点

I 7 5点

2 I 7点

2 1 7点

272点

4点

4点

8点

I 0点

点

点

点

点

A
4
A

凋
刈
せ

ρ
n
u
n
h
u

8点

I 9点

3 3点

42点

5 



ハ全部金属冠

121 小臼歯・前歯・乳歯

イインレ－

a 単純なもの

b 複雑なもの

ロ 4分の3冠（乳歯を除く。）

ハ 5分の4冠（乳歯を徐く。）

ニ全部金属冠

MOll レジン前装金属冠（ 1歯につき）

1 金銀パラジウム合金（金12%以上）を用いた場合

2 鋳造用ニッケルクロム合金を用いた場合

3 銀合金を用いた場合

M014 ジャケット冠 (1歯につき）

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

1歯につき

M015 硬質レジンジャケット冠 (1歯につき）

1 歯冠用加熱重合硬質レジン

2 歯冠用光重合硬質レジン

M015-2 CAD/CAM冠 (1歯につき）

CAD/CAM冠用材料

M016 乳歯金属冠 (1歯につき）

M017 ポンティック (1歯につき）

1 鋳造ボンティック

Ill 金銀パラジウム合金（金12%以上）

イ大臼歯

ロ小臼 歯

121 銀合金又はニッケルクロム合金

大白歯・小臼歯

2 金属裏装ポンティック

〔次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）により算定する。〕

Ill 14カラット金合金

121 金銀パラジウム合金（金12%以上）

イ前歯

ロ小臼歯

131 銀合金又はニッケルクロム合金

前歯・小臼歯

3 レジン前装金属ポンティック

Ill 金銀パラジウム合金（金12%以上）を用いた場合

121 銀合金又はニッケルクロム合金を用いた場合

MOl8 有床義歯

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定するJ
1 局部義歯（ 1床につき）

111 1歯から4歯まで

121 5歯から 8歯まで

131 9歯からll歯まで

6ー

5 2点

I 2点

24点

30点

30点

38点

338点

I 7点

84点

2点

B点

2 I 9点

484点

3 0点

437点

3 2 9点

42点

5 6 2点

I 7 8点

224点

2 8点

2 6 2点

5 4点

2点

3点

5点



141 12歯からは歯まで

2 総義歯（ l顎につき）

M019 熱可塑性樹脂有床義歯（ l床につき）

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕

熱可塑性樹脂有床義歯（ 1床につき）

M020 鋳造鈎（ l個につき）

l 14カラット金合金

Ill 双子鈎

イ大・小臼歯

ロ犬歯・小臼歯

121 二腕鈎（レストっき）

イ大 臼歯

ロ犬歯・小臼歯

ハ前歯（切歯）

2 金銀パラジウム合金（金12%以上）

111 双子鈎

7点

1 0点

4 6点

708点

5 7 6点

5 7 6点

442点

340点

イ 大・小臼歯 349点

ロ犬歯・小臼歯 273点

121 二腕鈎（レストっき）

イ大 臼歯 240点

ロ 犬歯・小臼歯 208点

ハ前歯（切歯） 1 9 3点

3 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金 5点

M021 線鈎（ 1個につき）

1 不錫、鋼及び特殊鋼 9点

2 14カラット金合金

Ill 双子鈎 、 390点

121 二腕鈎（レストっき） 3 0 1 点、

M021-1 コンビネーション鈎（ 1個につき）

1 鋳造鈎に金銀パラジウム合金（金12%以上）、線鈎に不鋳鋼及び特殊鋼を用いた場合

Ill 前歯 140点

121 犬歯・小臼歯 14 8点

131 大臼歯 164点

2 鋳造鈎に鋳造用ニッケルクロム合金又は鋳造用コバルトクロム合金、線鈎に不鋳鋼及び特殊

鋼を用いた場合

Ill 前歯 4 6点

121 犬歯・小臼歯 4 6点

131 大臼歯 4 6点

M023 バー（ 1個につき）

1 鋳造パ－

Ill 金銀パラジウム合金（金12%以上）

121 鋳造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金

2 屈曲パー

Ill 不銃鋼及び特殊鋼

121 金銀パラジウム合金（金12%以上）

-7ー

560点

1 8点

39点



イ バラタルパー

ロ リンガルパー

8-

709点

734点



（別紙2)

材料料

N008 装着

1 帯環（ 1個につき）

Ill 歯科用合着・接着材料 I

イ レジン系

ロ グラスアイオノマ一系

m 歯科用合着・接着材料E

m 歯科用合着・接着材料E

2 ダイレクトボンドブラケット（ 1個につき）

ダイレクトボンド用ボンディング材料

N008 2 植立（ 1本につき）

歯科矯正用アンカースクリュ－

N012 床装置 (1装置につき）

N013 リトラクター（ 1装置につき）

N014 プロトラクター (1装置につき）

N015 拡大装置（ 1装置につき）

1 床拡大装置

2 ポータータイプ（装着材料料との合計により算定する。）

3 スケレトンタイプ（装着材料料との合計により算定する。）

N016 アクチバトール（FKO)(1装置につき）

1 アクチバトール

2 ダイナミックポジショナー

N017 リンガルアーチ（ 1装置につき）

N018 マルチブラケット（ 1装置につき）

1 矯正用線（丸型）

2 矯正用線（角型）

3 矯正用線（特殊丸型）

4 矯正用線（特殊角型）

5 超弾性矯正用線（丸型及び角型）

N019 保定装置（ 1装置につき）

1 プレートタイプリテーナー

2 メタルリテーナー

3 スプリングリテーナ－

4 リンガルアーチ

5 リンガルパー

不鋳鋼及び特殊鋼

6 ツースポジショナ－

N020 鈎（ 1個につき）

1 簡単なもの

不鋳鋼及び特殊鋼

2 困難なもの

不鋳鋼及び特殊鋼

N021 帯環（ 1個につき）

9 

1 7点

1 4点

1 2点

4点

7点

371点

1 5点

1, 144点

1, 2 0 0点

I 2 8点

1 4点

2 3 3点

1 9点

4 0点

2 2 8点

1 8点

I 3点

1 9点

22点

2 7点

I 5点

1 1 0点

1 4点

2 2 8点

47点

40点

8点

1 5点



1 帯環のみ

Ill 前歯

121 犬歯・臼歯

2 ブラケット付帯

Ill 前歯

(2) 犬歯・臼歯

3 チューブ付帯環

臼歯

N022 ダイレクトボンド用ブラケット (1個につき）

N024 弾線（ 1本につき）

N025 トルキングアーチ (1本につき）

I 8点

I 9点

3 6点

3 7点

6 2点

2 9点

6点

2 5点

n
U
 

1
ム


